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【震災対策編】第１章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 計画作成の趣旨 

 

４ 長野県強靱化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

（略） 

５ 長野県地震防災対策強化アクションプランを踏まえた計画の作成等 

長野県地震防災対策強化アクションプラン（以下、「アクションプラン」

という。）は、令和６年能登半島地震で顕在化した課題を教訓に、ハード・

ソフトの両面から地震災害対策の充実・強化を目的に策定している。 

このため、県民、県、市町村及び関係機関は、アクションプランの基本目

標である「耐震化の促進、避難所環境の改善等により、「地震災害死ゼロ」

に挑戦」を念頭に、５つの重点項目である、 

  （１）２つの孤立（情報の伝達、物資の孤立）の発生を防ぐとともに、発生

時には早期解消を図る。 

  （２）自助・共助・公助、全ての面で初動対応のレベルアップを図る。 

  （３）全ての避難所の健康が維持されるよう、目標期限を定めて避難所 TKB

を実践する等、避難生活の“質”の更なる改善を図る。 

  （４）平時から耐震化の促進に努めるとともに、地震が発生した際の住家の

被害認定調査の実施体制づくりを進める。 

  （５）プラン全体を通して、高齢者・障がい者・女性・子ども・外国人など

の皆様への配慮に努める。 

   を踏まえ、１０の具体定期なアクションを中心に地震防災対策の推進を 

図るものとする。 

 

 

第１節 計画作成の趣旨 

 

４ 長野県強靱化計画の総合目標、基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

（略） 

（新設） 
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【震災対策編】第１章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 

１ 防災対策の基本 

防災対策を行うに当たっては、塩尻市国土強靭化計画及び次の事項を基本

とし、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、その

他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ一体となって最善の対

策をとるものとする。 

特に、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」と

いう。）の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防

災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視

し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合

わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめるよ

う、対策の一層の充実を図る。 

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

 (ｲ) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、女性、子ど

も、性的マイノリティのほか、高齢者、障がい者、児童、傷病者、外

国人住民、外国人旅行者、観光客、乳幼児、妊産婦など特に配慮を要

する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、

性別、障がいの有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズ

に適切に対応する。 

（略） 

  イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、災害

応急段階においては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安全の

確保を図るよう十分配慮するものとする。 

第２節 防災の基本理念及び施策の概要 

 

１ 防災対策の基本 

防災対策を行うに当たっては、塩尻市国土強靭化計画及び次の事項を基

本とし、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、

その他関係機関及び市民がそれぞれの役割を認識しつつ一体となって最

善の対策をとるものとする。 

特に、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」

という。）の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方

を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを

最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策

を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にと

どめるよう、対策の一層の充実を図る。 

(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策 

ア 災害応急段階における基本理念は以下のとおりである。 

 (ｲ) 被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、

障がい者、児童、傷病者、外国人住民、外国人旅行者、観光客、乳

幼児、妊産婦など特に配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）

に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障がいの有無といった被災

者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

 

（略） 

イ 災害応急段階における施策の概要は以下のとおりである。なお、災

害応急段階においては、関係機関は、災害応急対策に従事する者の安

全の確保を図るよう十分配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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(ｸ) 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要

な活動や福祉的な支援を行うとともに、仮設トイレの設置等､被災地

域の保健衛生活動、防疫活動を行う。また、迅速な遺体対策を行う。 

(ｹ) 避難所における新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏ま

え、災害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における

避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推

進する。 

 

(ｸ) 指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必

要な活動を行うとともに、仮設トイレの設置等､被災地域の保健衛

生活動、防疫活動を行う。また、迅速な遺体対策を行う。 

(ｹ) 避難所における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、災

害対応に当たる職員等の感染症対策の徹底や、避難所における避

難者の過密抑制など新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策

の観点を取り入れた防災対策を推進する。 
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【震災対策編】第１章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

 

 第２ 処理すべき事務または業務の大綱 

８ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

 （中略） 

(4) 電気通信事

業者 

（ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象情報の伝達に関

すること。 

 （中略） 

(10) 電力会社 （中部電力㈱）、中部電力パワーグリッド㈱及び東

京電力ホールディングス㈱） 

ア 電力施設の保全、保安に関すること。 

イ 電力の供給に関すること。 

（以下略） 

（略） 

８ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

 （中略） 

(4) 放送事業者 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野

朝日放送㈱、長野エフエム放送㈱、エルシーブイ

㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジョン、しおじりコ

ミュニティ放送株式会社） 

 天気予報及び警報、災害情報等広報に関するこ

第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務または業務の大綱 

 

  第２ 処理すべき事務または業務の大綱 

８ 指定公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

 （中略） 

(4) 電気通信事

業者 

（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱） 

ア 電気通信設備の保全に関すること。 

イ 災害非常通話の確保及び気象情報の伝達に関

すること。 

 （中略） 

(10) 電力会社 （中部電力パワーグリッド㈱及び東京電力ホール

ディングス㈱） 

ア 電力施設の保全、保安に関すること。 

イ 電力の供給に関すること。 

（以下略） 

（略） 

９ 指定地方公共機関 

機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

 （中略） 

(4) 放送事業者 （信越放送㈱、㈱長野放送、㈱テレビ信州、長野

朝日放送㈱、長野エフエム放送㈱、エルシーブイ

㈱、㈱テレビ松本ケーブルビジョン、しおじりコ

ミュニティ放送株式会社） 

 地震情報等広報に関すること。 

 

 

 

 

 

 

名称の変更に伴う修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて
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と。 

（以下略） 
 

（以下略） 

 

 

修正 
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【震災対策編】第２章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(2) 実施計画 

(ｶ) 国関係機関、県及び公共機関等と情報の共有化を図るため、横断的に

共有すべき防災情報を、総合防災情報システム（SOBO-WEB）に集約できる

よう努めるとともに、必要に応じて、活用するものとする。 

(ｷ) ヘリコプターによる上空からの情報収集を研究する。 

(ｸ) 無人航空機による上空からの情報収集を実施する。 

(ｹ) 雨量情報、土砂災害警戒情報及び長野県河川砂防ステーションにおけ

る土砂災害危険度などの情報収集に努め、また、県、市民と連携し、土

砂災害に関わる異常な自然現象を察知した場合には、その情報を相互に

伝達する体制の整備に努める。 

(ｺ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求

めることができる仕組みの構築に努める。 

 

ウ 県が実施する計画 

(ｳ) 目視、撮影等による情報を収集するため、航空機、無人航空機等の効

果的な運用を推進する。（全部局） 

 （中略） 

 (ｸ) ｢長野県防災情報システム｣により関係機関との情報共有、連携強化を

図るものとする。 

 (ｹ) 国関係機関、市町村及び公共機関等と情報の共有化を図るため、横断

的に共有すべき防災情報を、総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）

第２節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 情報の収集・連絡体制の整備 

(2) 実施計画 

 （新設） 

 

 

 (ｶ) ヘリコプターによる上空からの情報収集を研究する。 

(ｷ) 無人航空機による上空からの情報収集を実施する。 

(ｸ) 雨量情報、土砂災害警戒情報及び長野県河川砂防ステーションにお

ける土砂災害危険度などの情報収集に努め、また、県、市民と連携し、

土砂災害に関わる異常な自然現象を察知した場合には、その情報を相互

に伝達する体制の整備に努める。 

(ｹ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を

求めることができる仕組みの構築に努める。 

 

ウ 県が実施する計画 

(ｳ) 映像による情報を収集するため、ヘリコプターテレビシステムの効果

的な運用を推進するものとする。（警察本部） 

(中略) 

(ｸ) ｢長野県防災情報システム｣により関係機関との情報共有、連携強化を

図るものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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に集約できるよう努めるとともに、必要に応じて活用するものとする。（全

部局） 

(ｺ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を求

めるものとする。（危機管理部） 

(ｻ) 「長野県地震被害予測システム」により得た被害予測結果を災害時の

応急対策活動に活用できる体制の構築に努めるものとする。 

(ｼ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名等の

公表や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等と連携の上、

予め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。（危機管

理部） 

（略） 

３ 通信手段の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

（ｳ) 塩尻地区タクシー協議会との「災害時応援協定」により、災害情報

の提供を積極的に受け、的確な被害状況把握などを行う。 

(ｴ) 通信が途絶している地域で、派遣職員等が活動する場合を想定し、

衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めるとと

もに、賑済寺を想定した非常通信訓練を行う。 

(ｵ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全モバイルシステム等の

移動系の応急対策機器の整備を図る。 

(ｶ) 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、災害情

報共有システム（Ｌアラート）、その他の災害情報等を瞬時に受信・

伝達するシステムを維持・整備するよう努める｡ 

(ｷ) ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時

優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備

されている無線電話等の機器については、その運用方法等について習

 

 

 (ｹ) 災害対策本部等に意見聴取・連絡調整のため、関係機関等の出席を

求めるものとする。（危機管理部） 

 (ｺ) 「長野県地震被害予測システム」により得た被害予測結果を災害時

の応急対策活動に活用できる体制の構築に努めるものとする。 

(ｻ) 発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）等の氏名

等の公表や安否情報の収集・精査を行う場合に備え、市町村等と連携の

上、予め一連の手続等について整理し、明確にしておくものとする。（危

機管理部） 

（略） 

３ 通信手段の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

（ｳ) 塩尻地区タクシー協議会との「災害時応援協定」により、災害情

報の提供を積極的に受け、的確な被害状況把握などを行う。 

（新設） 

 

 

(ｴ) 衛星携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（ＰＳ－ＬＴ

Ｅ）等の移動系の応急対策機器の整備を図る。 

(ｵ) 震度情報ネットワーク、全国瞬時警報システム（J-ALERT）、災害

情報共有システム（Ｌアラート）、その他の災害情報等を瞬時に受

信・伝達するシステムを維持・整備するよう努める｡ 

(ｶ) 災害用として配備されている無線電話等の機器については、そ

の運用方法等について習熟に努める。 

       また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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熟い努めるものとする。 

（略） 

イ 県が実施する計画 

(ｳ) 通信が途絶している地域で、派遣職員等が活動する場合を想定し、

衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努めるとと

もに、震災時を想定した非常通信訓練を行うものとする。（危機管理

部、警察本部） 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全モバイルシス

テム等の移動系の応急対策機器の整備を図るものとする。（危機管理

部、警察本部） 

(ｵ) ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供されている災害

時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。また、災

害用として配備されている無線電話等の機器については、その運用

方法等について習熟しておくものとする。また、ＩＰ電話を利用す

る場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図るものとする。 

 

 

策を図る。 

（略） 

イ 県が実施する計画 

(ｳ) 震災時を想定した非常通信訓練を行うものとする。（危機管理

部、警察本部） 

 

 

(ｴ) 衛星携帯電話、携帯電話、ＭＣＡ移動無線、公共安全ＬＴＥ（Ｐ

Ｓ－ＬＴＥ）等の移動系の応急対策機器の整備を図るものとする。

（危機管理部、警察本部） 

(ｵ) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている

災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。ま

た、災害用として配備されている無線電話等の機器については、

その運用方法等について習熟しておくものとする。また、ＩＰ電

話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対策を図るもの

とする。 
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【震災対策編】第２章第４節 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広域相互応援計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 県、市及び関係機関が実施する計画 

(ｴ) 国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入

れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるも

のとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の

選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。その際、

感染症対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。（県・

市） 

(ｵ)  応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、協定

等を活用し、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施

設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊

場所として利用可能な施設等のリスト化に努めるものとする。（県・

市） 

(ｶ) 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等が迅速に活動できるよう、人

員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るものとする。（地

方整備局） 

(ｷ) 必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制とな

るよう、あらかじめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方支援

基地として位置付けるなど、必要な準備を整える。（市） 

(ｸ) 訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の受

け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進

に努めるものとする。（県・市） 

第４節 広域相互応援計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 県、市及び関係機関が実施する計画 

(ｴ) 国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け

入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努め

るものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援

担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を行うものとす

る。その際、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

適切な空間の確保に配慮するものとする。（県・市） 

（新設） 

 

 

 

 

(ｵ) 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等が迅速に活動できるよう、

人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るものとす

る。（地方整備局） 

(ｶ) 必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制と

なるよう、あらかじめ相互に協定を結び、それぞれにおいて、後方

支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整える。（市） 

(ｷ) 訓練等を通じて、応急対策職員派遣制度を活用した応援職員の

受け入れについて、活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の

促進に努めるものとする。（県・市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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（略） 

３ 県内全消防本部間の消防相互応援体制 

(2) 実施計画 

ウ 県が実施する計画（危機管理部） 

(ｳ) 市町村、代表消防機関等と連携し、デジタル技術の活用による情

報収集、分析など指揮支援体制の強化や迅速な進出と効果的な活

動に向けた体制整備などにより、緊急消防援助隊を充実強化する

とともに、緊急消防援助隊の実践的な教育訓練等に努めるものと

する。 

（略） 

６ 県と市町村が一体となった他都道府県被災地への応援体制整備 

(2) 県及び市が実施する計画 

協定により実施する応援の内容については、その内容ごとに応援に要

する職員の選定、職員が自活できるような資機材や物資等の確保及び活

動方法等の応援体制をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

また共同で訓練等を行うなど、平常時より連携を強化し、円滑な応援

活動を行う体制を整備するものとする。 

（略） 

３ 県内全消防本部間の消防相互応援体制 

(2) 実施計画 

ウ 県が実施する計画（危機管理部） 

(ｳ) 市町村、代表消防機関等と連携し、緊急消防援助隊の実践的な

教育訓練等に努めるものとする。 

 

 

 

（略） 

６ 県と市町村が一体となった他都道府県被災地への応援体制整備 

(2) 県及び市が実施する計画 

協定により実施する応援の内容については、その内容ごとに応援に

要する職員、資機材及び物資等の確保並びに活動方法等の応援体制を

あらかじめ定めるよう努めるものとする。 

また共同で訓練等を行うなど、平常時より連携を強化し、円滑な応援

活動を行う体制を整備するものとする。 
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【震災対策編】第２章第５節 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第１ 基本方針 

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材、医薬品等の備蓄及び調達体制の

整備を図るとともに、医薬品備蓄施設の耐震強化を図る。 

また、災害時に医療活動の拠点となる災害拠点病院として指定した、県１か

所の基幹災害拠点病院及び二次医療圏に１か所以上の地域災害拠点病院を中

心とした、災害医療体制の整備を図るとともに、施設の災害対応機能の強化を

図る。 

このほか、医療機関の被害状況、患者受入状況及び活動体制、災害発生、交

通規制の状況等について、関係機関が相互に把握できるよう情報共有、連絡体

制の整備を行う。 

（略） 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｳ) 平常時から市民に対して、これらの資機材等を使用した救助方法

及び応急手当等の指導を行うとともに、定期的に訓練を実施する。 

   (ｴ) 大規模地震など、多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車等の

消防用機器・資機材の整備推進に努める。 

（略） 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（健康福祉部） 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第１ 基本方針 

救助・救急用資機材の整備、医療用資機材、医薬品等の備蓄及び調達体制の

整備を図るとともに、医薬品備蓄施設の耐震強化を図る。 

また、災害時に医療活動の拠点となる災害拠点病院として指定した、県１箇

所の基幹災害拠点病院及び二次医療圏に１箇所以上の、地域災害拠点病院を中

心とした、災害医療体制の整備を図るとともに、施設の災害対応機能の強化を

図る。 

このほか、医療機関の被害状況、患者受入状況及び活動体制、災害発生、交

通規制の状況等について、関係機関が相互に把握できるよう情報共有、連絡体

制の整備を行う。 

（略） 

第３ 計画の内容 

１ 救助・救急用資機材の整備 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｳ) 平常時から市民に対して、これらの資機材等を使用した救助方法

及び応急手当等の指導を行うとともに、定期的に訓練を実施する。 

   （新設） 

 

（略） 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（健康福祉部） 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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(ｱ) 国の指導に基づき、災害時において基幹的役割を果たす病院とし 

て県内に 1 箇所指定した基幹災害拠点病院及び地域の中心的な役

割を果たす病院として県内に13箇所指定した地域災害拠点病院を

中心とした災害医療体制の整備充実を図るとともに、災害派遣医

療チーム（DMAT）・災害派遣精神医療チーム（DPAT）・救護班・災害

支援ナース（以下「災害派遣医療チーム（DMAT）等」という。）に

よる支援体制を確保する。 

また、医療の応援について近隣都道府県における協定の締結を

促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災

害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派遣医

療チーム（DMAT）等の充実強化や実践的な訓練、ドクターヘリの災

害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な

参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて、救急医療活動等

の支援体制の設備に努めるものとする。 

（略） 

４ 消防機関、医療機関の耐震化 

(1) 現状及び課題 

市内における消防署は塩尻消防署と広丘消防署の２署であり、両施設

とも耐震施設である。 

また、市内の医療機関の中には、施設の老朽化が進んでいるものも多

く、特に大規模地震の際に多くの患者の受け入れが想定される病院につ

いては、本来の機能が果たせるかどうかの検討も必要となっているが、

財政的な問題から対応が遅れがちである。そのため、厚生労働省や国土

交通省の補助制度を活用しながら市内の病院の段階的な耐震強化を図っ

ていくことが必要である。 

 

(2) 実施計画 

(ｱ) 国の指導に基づき、災害時において基幹的役割を果たす病院とし

て県内に 1 箇所指定した基幹災害拠点病院及び地域の中心的な役割

を果たす病院として県内に 13 箇所指定した地域災害拠点病院を中

心とした災害医療体制の整備充実を図るとともに、災害派遣医療チ

ーム（DMAT）・災害派遣精神医療チーム（DPAT）・救護班・災害時小児

周産期リエゾン（以下「災害派遣医療チーム（DMAT）等」という。）

による支援体制を確保する。 

また、医療の応援について近隣都道府県における協定の締結を促

進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、災害医

療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派遣医療チ

ーム（DMAT）等の充実強化や実践的な訓練、ドクターヘリの災害時

の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集

拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて、救急医療活動等の支援

体制の設備に努めるものとする。 

（略） 

４ 消防機関、医療機関の耐震化 

(1) 現状及び課題 

市内における消防署は塩尻消防署と広丘消防署の２署であり、両施

設とも耐震施設である。 

また、市内の医療機関の中には、施設の老朽化が進んでいるものも

多く、特に大規模地震の際に本来の機能が果たせるかどうかの検討も

必要となっているが、財政的な問題から対応が遅れがちである。医療

機関の耐震構造の強化については、医療機関の管理者が常に点検整備

を行い、耐震化に努めるとともに、災害拠点病院の耐震構造の強化に

対する国の補助制度を活用し、段階的な耐震強化を図っていくことが

必要である。 

(2) 実施計画 
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ウ 県が実施する計画 

(ｲ) 病院の耐震構造の強化を推進するものとする。（健康福祉部） 

 

ウ 県が実施する計画 

(ｲ) 地域災害医療センターの耐震構造の強化を推進するものとす

る。（健康福祉部） 
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【震災対策編】第２章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 消防・水防計画活動計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

(ｱ) 消防力の強化 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び人

員の増強を図るとともに、その近代化を促進するものとする。 

     a  消防団員等の人員の確保 

      発災初期において、地域に密着して重要な役割を果たす消防団員は

減少の傾向にあるので、以下の対策を実施し人員の確保を図るものと

する。 

(a) 消防団総合整備事業等を活用した消防団の充実強化に向けて、

大規模災害等に備えた消防団の車両、資機材、拠点施設の充実、

処遇の改善、必要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の充実

等により、消防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図ると

ともに、啓発活動による青年層、女性層をはじめとした団員の入

団促進を図るものとする。 

(b) 地域住民と消防団員の交流等を通じ、消防団員がやりがいを持

って活動できる環境づくりを進めるよう努めるものとする。 

(c) 消防・水防団活性化の推進を図るとともに、NPO、民間企業、

自治会等多様な主体を消防・水防協力団体として指定することで

消防・水防活動の担い手を確保し、その育成強化を図るものとす

る。 

b  広域消防体制の推進 

消防の広域化及び連携協力等による、広域消防体制の推進を図

第６節 消防・水防計画活動計画 

   

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

(ｱ) 消防力の強化 

「消防力の整備指針」に適合するように、消防施設、設備及び

人員の増強を図るとともに、その近代化を促進するものとする。 

特に、発災初期において、地域に密着して重要な役割を果たす

消防団員は減少の傾向にあるので、消防団総合整備事業等を活用

した消防団の施設・装備・処遇の改善、教育訓練体制の充実等に

より、消防団員の士気高揚及び初期消火体制の整備を図るととも

に、啓発活動による青年層、女性層をはじめとした団員の入団促

進を図る。また、消防団活性化の推進を図るとともに、ＮＰＯ、

民間企業、自治会等多様な主体を消防協力団体として指定するこ

とで、消防活動の担い手を確保し、その育成強化を図る。 

また、消防の広域化及び連携協力等による、広域消防体制の推

進を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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るものとする。 
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【震災対策編】第２章第７節 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 要配慮者支援計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 在宅者対策 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｲ) 避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握 

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、福祉協力員、自治会、Ｎ

ＰＯ・ボランティア等の協力や、地域の支え合い等の協力を得て、

プライバシーの保護に十分配慮しつつ、避難行動要支援者以外の要

配慮者についても所在及び災害時における保健福祉サービスの要否

等在宅の避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握に努める。 

なお、状況把握にあたっては、本人の意思に反してプライバシー

に関わる事項の申出を強制しないよう十分注意するものとする。 

 

３ 要配慮者利用施設対策 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

(ｲ) 防災設備等の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設の管理者に対し、施設そのものの

災害に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、施設の耐震診断、

耐震改修、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に備え、施設

利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、医薬品その他

の生活必需品の備蓄(最低でも３日分、可能な限り１週間分程度)を

行うよう指導するものとする。 

第７節 要配慮者支援計画 

   

第３ 計画の内容 

２ 在宅者対策 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｲ) 避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握 

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、福祉協力員、自治会、

ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、地域の支え合い等の協力を得

て、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、避難行動要支援者以

外の要配慮者についても所在及び災害時における保健福祉サービ

スの要否等在宅の避難行動要支援者以外の要配慮者の状況把握に

努める。 

 

 

３ 要配慮者利用施設対策 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

(ｲ) 防災設備等の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、施設そのも

のの災害に対する安全性を高めるため、施設の堅牢化、施設の耐

震診断、耐震改修、防災設備の整備等に努めるとともに、災害に

備え、施設利用者の最低限度の生活維持に必要な食料、飲料水、

医薬品その他の生活必需品の備蓄(最低でも３日分、可能な限り１

週間分程度)を行うよう指導するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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(ｳ) 組織体制の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設の管理者に対し、災害の予防や災

害時において迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ自主防災組

織を整備し、緊急連絡体制、非常招集体制等の確立に努め、地域住

民やボランティア団体、近隣施設等との連携を図りながら、施設利

用者の態様に応じた支援協力体制の確立に努めるよう指導するもの

とする。 

(ｴ) 防災教育・防災訓練の実施 

市及び県は、要配慮者利用施設の管理者に対し、職員や施設利用

者の災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等につい

て、理解と関心を深めるとともに、施設利用者が自らの対応能力を

高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図るよう指導するも

のとする。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ｵ) 応援体制及び受援体制の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設の管理者に対し、他の要配慮者利

用施設において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、派遣可

能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両(移動入浴車、小型リフ

ト付車両等)、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、速やかに応

援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必要な物資、資

機材等の確保に努めるよう指導するものとする。 

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調整

責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備に努

めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計画等に

関する協定及び県内や近隣県における同種の施設と施設利用者の受

入に関する協定を締結するよう働きかけるものとする。 

（略） 

４ 外国籍住民、外国人旅行者等観光客対策 

(ｳ) 組織体制の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、災害の予防

や災害時において迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ自主

防災組織を整備し、緊急連絡体制、非常招集体制等の確立に努め、

地域住民やボランティア団体、近隣施設等との連携を図りながら、

施設利用者の態様に応じた支援協力体制の確立に努めるよう指導

するものとする。 

(ｴ) 防災教育・防災訓練の実施 

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、職員や施設

利用者の災害に関する基礎的な知識や災害時にとるべき行動等に

ついて、理解と関心を深めるとともに、施設利用者が自らの対応

能力を高めるため、防災教育や防災訓練の充実強化を図るよう指

導するものとする。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ｵ) 応援体制及び受援体制の整備 

市及び県は、要配慮者利用施設等の管理者に対し、他の要配慮

者利用施設等において災害が発生し、応援要請がある場合に備え、

派遣可能な職員（介護職員、生活指導員等）、車両(移動入浴車、

小型リフト付車両等)、資機材（車椅子、ストレッチャー等）等、

速やかに応援出動等の対応ができる体制を整備するとともに、必

要な物資、資機材等の確保に努めるよう指導するものとする。 

また、災害時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡調

整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備

に努めるとともに、区、自治会等の自治組織との間で避難支援計

画等に関する協定及び県内や近隣県における同種の施設と施設利

用者の受入に関する協定を締結するよう働きかけるものとする。 

（略） 

４ 外国籍住民、外国人旅行者等観光客対策 
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(2) 実施計画 

イ 市及び県が実施する計画 

(ｴ) 応援体制及び受援体制の整備 

市及び県は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要請

がある場合に備え、通訳者の派遣等、速やかに応援出動等の対応が

できる体制を整備するものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連絡

調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の整備

に努めるものとする。（危機管理部、県民文化部、観光スポーツ部） 

(ｵ) 観光客の安全対策の推進（観光スポーツ部） 

県は、関係団体、関係機関と相互に連絡協調して、緊急時におけ

る連絡体制を確立するとともに、観光客の安全対策を推進するもの

とする。（観光客安全対策推進会議の事業を推進する。） 

 

(2) 実施計画 

イ 市及び県が実施する計画 

(ｴ) 応援体制及び受援体制の整備 

市及び県は、他の地方公共団体において災害が発生し、応援要

請がある場合に備え、通訳者の派遣等、速やかに応援出動等の対

応ができる体制を整備するものとする。 

また、災害発生時に応援要請を行う場合に備え、あらかじめ連

絡調整責任者を定め、円滑かつ効果的に応援を受けられる体制の

整備に努めるものとする。（危機管理部、県民文化部、観光部） 

(ｵ) 観光客の安全対策の推進（観光部） 

県は、関係団体、関係機関と相互に連絡協調して、緊急時におけ

る連絡体制を確立するとともに、観光客の安全対策を推進するも

のとする。（観光客安全対策推進会議の事業を推進する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせて

修正 
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【震災対策編】第２章第８節 

新 旧 修正理由・備考 

第８節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急交通路確保計画 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｲ) 緊急交通路確保のため、次の対策を講じるものとする。（建設部） 

緊急交通路沿いの道の駅については、応急復旧の活動拠点や放置

車両等の移動先として活用できるよう、道の駅管理者と調整を図り、

迅速に受入体制を整備するものとする。 

ａ 第１次緊急輸送道路、第２次緊急輸送道路及び第３次緊急輸送

道路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備 し、災害に強い

道路交通網整備を推進するものとする。特に、災害時も含めた安

定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物

流道路」の機能強化を推進するものとする。 

（略） 

２ 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画 

(1) 現状及び課題 

大規模地震発生時においては、迅速な救急救助活動と効率的な救援物

資搬送等を行う必要   があるが、道路交通網が被災した状況にあっ

ては、ヘリコプターを活用し、効率的な体制をもって実施することが重要

である。 

物資輸送は、県が開設する広域物資輸送拠点、市が開設する地域内物資

輸送拠点を経て、各指定避難所に支援物資を届ける緊急輸送ネットワー

クの形成を図る。 

第８節 緊急輸送計画 

   

第３ 計画の内容 

１ 緊急交通路確保計画 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｲ) 緊急交通路確保のため、次の対策を講じるものとする。（建設部） 

緊急交通路沿いの道の駅については、応急復旧の活動拠点や放

置車両等の移動先として活用できるよう、道の駅管理者と調整を

図り、迅速に受入体制を整備するものとする。 

ａ 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高

い箇所から順次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する

ものとする。特に、災害時も含めた安定的な輸送を確保するた

め、道路法に基づき指定された「重要物流道路」の機能強化を

推進するものとする。 

（略） 

２ 緊急用ヘリポート及び物資輸送拠点の確保計画 

(1) 現状及び課題 

大規模地震発生時においては、迅速な救急救助活動と効率的な救援

物資搬送等を行う必要があるが、道路交通網が被災した状況にあって

は、ヘリコプターを活用し、効率的な体制をもって実施することが重要

である。 

  （新規） 
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(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 災害対策用ヘリポート等を最低１か所以上指定する。 

このヘリポートは、指定避難所と競合しない場所を指定するとと

もに、支援物資を集積・分類して各避難所等に輸送できるような施

設や、支援部隊の活動拠点となりうるスペースが隣接または近距離

にある場所とし、総合的な支援拠点となりうる場所を選定する。 

 

 

 

 

(ｲ) 地域内物資輸送拠点を最低１か所以上指定し、緊急輸送ネットワ

ークの形成を図る。（資料編参照） 

なお、選定に際しては、自らが被災した場合及び、近隣市町村が

被災した場合の輸送拠点ともなり得る物資輸送拠点を指定する。ま

た、ヘリコプターによる空輸と陸上輸送の両面の利便を考慮する。 

 

ウ 県が実施する計画 

(ｱ) 全県的な広域災害に備え、他県からのヘリコプター支援の拠点と

して各地域振興局ごと拠点ヘリポートを指定するものとする。（危機

管理部） 

この拠点ヘリポートについては、災害用備蓄倉庫や耐震性貯水槽

等の施設を備える防災公園と連携を図り、防災機能の強化を図るも

のとする。（建設部） 

 

 

 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 市は、最低１箇所以上の「物資輸送拠点及び拠点ヘリポート等」

を確保、指定する。 

また、拠点ヘリポートのほか、各地区ごとにヘリポートを確保

し、効率的な活用を図る。 

このヘリポートは、指定避難所と競合しない場所を指定すると

ともに、支援物資を集積・分類して各避難所等に輸送できるよう

な施設や、支援部隊の活動拠点となりうるスペースが隣接または

近距離にある場所とし、総合的な支援拠点となりうる場所を選定

する。 

(ｲ) 自らが被災した場合及び、近隣市町村が被災した場合の輸送拠

点ともなり得る「物資輸送拠点」を指定する。指定に際しては、ヘ

リコプターによる空輸と陸上輸送の両面の利便を考慮する。 

 

 

 

ウ 県が実施する計画 

(ｱ) 全県的な広域災害に備え、他県からのヘリコプター支援の拠点

として、「県拠点ヘリポート」を指定するものとする。（危機管理

部） 

また、長野県広域受援計画で設定した広域防災拠点のうち、松

本ゾーンの広域防災拠点を優先的に開設するものとするが、「松本

ゾーン」が被災している場合は、「長野又は上田・佐久ゾーン」の

広域防災拠点を優先して開設するものとする。 

なお、この広域防災拠点は、県域を越える支援においても活用

を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/103 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 緊急用ヘリポートとして使用できる施設（未利用県有地）を把握

し、管理者に協力を要請できる体制の整備を図るものとする。（総務

部） 

(ｳ) 広域物資輸送拠点を県広域受援計画で指定し、緊急輸送ネットワ

ークの形成を図る。（資料編参照）（危機管理部） 

（略） 

３ 輸送体制の整備計画 

(1) 現状及び課題 

大規模地震発生時には、物資輸送拠点までの幹線輸送と、輸送拠点から

各避難所等への末端部の輸送を円滑に実施しなければならないが、この

場合、陸上における輸送手段を迅速に確保して輸送システムを早期に確

立するとともに、道路交通網の寸断を予想して、ヘリコプター等を活用し

た空からの輸送についても整備する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

    (ｴ) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通行

車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び

普及を図る。 

 

 

 

イ 県が実施する計画（危機管理部） 

(ｲ) 各地域振興局単位ごとの拠点となり得る「拠点ヘリポート及び

物資輸送拠点」を指定するものとする。（危機管理部） 

この｢拠点ヘリポート｣については、災害用備蓄倉庫や耐震性貯

水槽等の施設を備える「防災公園」と連携を図り、防災機能の強

化を図るものとする。（建設部） 

(ｳ) 緊急用ヘリポートとして使用できる施設（未利用県有地）を把握

し、管理者に協力を要請できる体制の整備を図るものとする。（総

務部） 

（新設） 

 

（略） 

３ 輸送体制の整備計画 

(1) 現状及び課題 

大規模地震発生時には、物資輸送拠点までの幹線輸送と、輸送拠点か

ら各避難所等への末端部の輸送を円滑に実施しなければならないが、

この場合、陸上における輸送手段を迅速に確保して輸送システムを早

期に確立するとともに、道路交通網の寸断を予想して、ヘリコプターを

活用した空からの輸送についても整備する必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｴ) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車

両標章交付のため、従前の事前届出制度が適用される規制除外車両

を除き、災害発生より前に災害対策基本法施行令等に基づく緊急通

行車両であることの確認を行うことができることから、民間事業者

等に対して周知を行うとともに、自らも災害発生前の確認を受ける。 

 

イ 県が実施する計画（危機管理部） 
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(ｲ) ヘリコプターの活用については、県地域防災計画風水害対策編第

３章第５節「ヘリコプターの運用計画」のとおりとし、平常時から連

携を密にするものとする。 

 

 

(ｳ) 交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬

品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送

手段の確保に努める。 

(ｴ) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、

物資の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物

資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するための体制整備

を図るものとする。この際、災害時に物資の輸送拠点から指定避難所

等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できるよう、あらか

じめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努めるものとする。 

(ｵ) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注

方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃料

貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両等へ

の優先的な燃料供給等の環境整備を図るものとする。 

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優

先供給について協定の締結を推進するとともに、平時からの受注機

会への配慮等、検討するよう努めるものとする。 

(ｶ) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通行

車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及

び普及を図るものとする。 

 

 

 

(ｲ) ヘリコプターの活用については、県地域防災計画風水害対策編

第３章第５節「ヘリコプターの運用計画」のとおりとし、平常時か

ら連携を密にするとともに、無人航空機が速やかに活用できるよ

う平時から民間企業等連携体制の構築を行うものとする。 

  

（新設） 

 

(ｳ) 必要に応じ、緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参

加、物資の輸送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実

施、物資の輸送拠点として運送事業者等の施設を活用するための

体制整備を図るものとする。この際、災害時に物資の輸送拠点から

指定避難所等までの輸送手段を含めた体制が速やかに確保できる

よう、あらかじめ、適切な物資の輸送拠点を選定しておくよう努め

るものとする。 

(ｴ) 物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注

方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃

料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両

等への優先的な燃料供給等の環境整備を図るものとする。 

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の

優先供給について協定の締結を推進するとともに、平時からの受

注機会への配慮等、検討するよう努めるものとする。 

(ｵ) 輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行

車両標章交付のため、従前の事前届出制度が適用される規制除外車

両を除き、災害発生より前に災害対策基本法施行令等に基づく緊急

通行車両であることの確認を行うことができることから、民間事業

者等に対して周知を行うとともに、自らも災害発生前の確認を受け

る。 
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【震災対策編】第２章第１０節 

新 旧 修正理由・備考 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第１ 基本方針 

大地震の発生時には、まず行政、市民及び防災関係機関が一体となって被

害軽減のための措置をとることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などに

より、大きな被害を生じるおそれがあり、生命に危険が及ぶような場合は、

居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮

者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避

難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避

難所の確保等を図る。 

    また、気候変動に伴い自然災害が頻発する中、避難所の感染症対策や生活

環境改善が求められている。 

そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッチン（食事）、

Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備蓄や関

係団体との協定締結等により発災に備える。 

 

（略） 

第３ 計画の内容  

１ 避難計画の策定 

(2) 実施計画  

ア 県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育

委員会）及び市町村が実施する計画 

 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第１ 基本方針 

大地震の発生時には、まず行政、市民及び防災関係機関が一体となって被

害軽減のための措置をとることが重要であるが、崖崩れや火災の延焼などに

より、大きな被害を生じるおそれがあり、生命に危険が及ぶような場合は、

居住者や滞在者等は、速やかに安全な場所に避難することが必要となる。 

このような事態に備え、迅速かつ円滑な避難活動を確保するため、要配慮

者及び帰宅困難者、滞留旅客（以下「帰宅困難者等」という。）に配慮した避

難計画の作成、各種災害への安全性を考慮した指定緊急避難場所及び指定避

難所の確保等を図る。 

    また、避難所における感染症対策については「ウィズコロナ・アフターコ

ロナ時代」に向けて大きな課題となっており、かつ、気候変動に伴い自然災害

が頻発する中、避難所の生活環境改善が求められている。 

    そのため、衛生、食事、睡眠（Ｔ：トイレ（衛生）、Ｋ：キッチン（食

事）、Ｂ：ベッド等（睡眠））に関する環境の重点的な向上が必要であり、備

蓄や関係団体との協定締結等により発災に備える。 

（略） 

第３ 計画の内容  

１ 避難計画の策定 

(2) 実施計画  

ア 県（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育

委員会）及び市町村が実施する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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 (ｲ) 県及び市町村は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な媒

体により、親戚・知人宅等への分散避難や、感染症の対応に関する問い合わ

せ窓口等の情報を提供するものとする 

（略） 

２ 避難場所等の確保 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性

や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏まえ、その管理者の

同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において、安全が確保され

る指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るために必要十分な指

定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらかじめ指定し、平常

時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受け入れ方法等につ

いて、市民への周知徹底を図る。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも

想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

る。 

（略） 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｵ) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環

境を確保するために、あらかじめ避難所用の空間配置図、レイアウト

図などの施設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、必

要に応じ、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努める。 

なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止

することを想定した整備に努める。 

 (ｲ) 県及び市町村は、予め住民に対し、ホームページ、広報誌等の様々な

媒体により、親戚・知人宅等への分散避難や、感染症の自宅療養者等の災

害時の対応に関する問い合わせ窓口等の情報を提供するものとする。 

（略） 

２ 避難場所等の確保 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 市は、都市公園、公民館、学校等の公共施設を対象に、地域的な特性

や過去の教訓、想定される災害、新型コロナウイルス感染症対策等を踏

まえ、その管理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時におい

て、安全が確保される指定緊急避難場所及び避難者が避難生活を送るた

めに必要十分な指定避難所について、必要な数、規模の施設等をあらか

じめ指定し、平常時から、指定避難所の場所、収容人数等について、市

民への周知徹底を図る。 

また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも

想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

る。 

 （略） 

３ 避難所の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｵ) 指定避難所に指定した施設については、必要に応じ、良好な生活環

境を確保するために、換気、照明、冷暖房等の施設の整備に努める。 

なお、設備の整備に当たっては、電力、ガス等の供給が長期間停止

することを想定した整備に努める。 

また、避難所の感染症対策については、県地域防災計画風水害対策

編第３章第 17 節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時から、

指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患
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また、避難所の感染症対策については、県地域防災計画風水害

対策編第３章第 16 節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常   

時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、

感染症患者が発生した場合の対応やホテルや旅館等の活用等、防災担

当部局と保健福祉担当部局が連携し、検討するよう努める。また、必

要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅

館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。 

 (ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設ト

イレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、

衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器

のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努

め、要配慮者にも配慮する。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

(ｸ) 指定避難所またはその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食

料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マスク、

消毒液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難

生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等の備蓄に努める。また、

灯油、ＬＰガスなどの常設に努める。なお、備蓄品の調達にあたっては、

要配慮者、女性、子供にも配慮する。 

 

（略） 

イ 県が実施する計画 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、県地域防災計画風水害対策編第３

章第 16 節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時から、指定

避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染者患者が

発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必

者が発生した場合の対応やホテルや旅館等の活用等、防災担当部局と

保健福祉担当部局が連携し、検討するよう努める。また、必要な場合に

は、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテル・旅館等の活用を

含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努める。 

 

 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、衛星携帯

電話等の通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な設・

設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生

可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努める。 

 

(ｸ) 指定避難所またはその近傍で、地域完結型の備蓄施設を確保し、食

料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、常備薬、マス

ク、消毒液、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、毛

布等避難生活に必要な物資や新型コロナウイルス感染症を含む感染

症対策に必要な物資等の備蓄に努める。また、灯油、ＬＰガスなど

の常設に努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女

性、子供にも配慮する。 

 

（略） 

イ 県が実施する計画 

(ｵ) 避難所の感染症対策については、県地域防災計画風水害対策編第３

章第 17 節「保健衛生、感染症予防活動」を踏まえ、平常時から、指定

避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染者患者が

発生した場合の対応を含め、危機管理部と健康福祉部が連携して、必要
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要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、

ホテル・旅館等の活用を含めて、市による可能な限り多くの避難所の

確保に協力するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、給水タンク、仮設ト

イレ、マンホールトイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話・衛星

通信を活用したインターネット機器等の通信機器のほか、空調、洋式

トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者への配慮に

ついて支援を行うものとする。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再

生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行

うものとする。 

(ｷ) 避難所が円滑に開設されるよう、好事例の展開や研修の実施等、必

要な支援に努めるものとする。（危機管理部） 

（略） 

５ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

(1) 現状及び課題 

   近年の災害における避難生活では、住宅の被害や電気や水道等のインフ

ラの途絶など支障がある中で、避難所に居場所を確保できない、家族や自分

の健康状態により自宅や車中泊で避難生活を送る避難者及び被災者が少な

からず発生した。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大を受けて分散避難の取組が進み、旅

館・ホテルの活用や親戚・知人宅への避難といった形態が推奨されるなど、

避難者等の避難生活の状況は多様化している。 

このような避難生活を取り巻く状況の変化を踏まえ、避難者等が一人ひと

りの事情や状況に応じて適切な場所で避難生活を送ることができるよう、多

様な避難生活の場所を想定して支援を検討する必要がある。 

な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、

ホテル・旅館等の活用を含めて、市による可能な限り多くの避難所の

確保に協力するものとする。 

(ｶ) 指定避難所における備蓄倉庫、貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホ

ールトイレ、マット、非常用電源、衛星携帯電話等の通信機器のほか、

空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備、要配慮者へ

の配慮について支援を行うものとする。 

また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生

可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備の支援を行う

ものとする。 

     

（新設） 

 

（略） 

５ 在宅避難者等の支援 

(1) 現状及び課題 

以下の者については、支援に関する情報が届きにくくなり、生活再建に遅

れが生じる恐れがあるため、速やかに避難先を把握する必要がある。 

ア 在宅避難者（被災者の中で避難所に居場所を確保できず、やむを得ず

被災した自宅に戻って避難生活を送っている者又はライフライン等が途

絶した中で不自由な生活を送っている者をいう。以下同じ。） 

イ 親戚宅等避難者（親戚・知人宅等避難所以外の多様な避難先へ避難し

た者をいう。以下同じ。） 

加えて在宅避難者は不自由な生活が長期化すれば、健康を害する恐れが高

まるため、住まいの状況を把握し適切な支援につなげる必要がある。 
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(2) 実施計画 

  ア 市が実施する計画 

       (ｱ) 保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実

施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前に実施

主体間の調整を行うととともに、状況把握が必要な対象者や優先順位付

け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ検討するよう

努める。 

    (ｲ) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れる

ことが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅

避難者等の支援方策を検討するよう努める。 

(ｳ) やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難者の支援方策を検討する

よう努める。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等の広報

や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める。 

(ｴ) 避難行動要支援者以外の状況把握 

     民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の

協力や、地域の支え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配

慮しつつ、避難行動要支援者以外についても保健福祉サービスの必要が

ある者の把握に努める。 

 

 イ 県が実施する計画（危機管理部、健康福祉部） 

(ｱ) 保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に応じて実

施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう、必要に応じ

て事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や

優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、市

とともに検討するよう努めるものとする。 

(ｲ) 在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れる

(2) 実施計画 

  ア 市が実施する計画 

    (ｱ) 住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の

発行手続き、避難所での炊き出し等において、半壊以上の被害を受けた

在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を把握し、関係

機関で共有できるよう、体制整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 避難行動要支援者以外の状況把握 

   民生・児童委員、社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の

協力や、地域の支え合い等の協力を得て、プライバシーの保護に十分配慮

しつつ、避難行動要支援者以外についても保健福祉サービスの必要がある

者の把握に努める。 

 

イ 県が実施する計画 

  在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や住まいの状況を的確に把握でき

るよう、市とともに調査方法の検討を行った上で、必要な支援に努めるもの

とする。 
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ことが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避

難者等の支援方策を市とともに検討するよう努めるものとする。 

(ｳ) やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備え

て、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難者の支援方策を市ととも

に検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たっての健

康上の留意点等の広報に努めるものとする。 
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【震災対策編】第２章第１１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１１節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｴ) ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時

優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備さ

れている無線電話等の機器については、その運用方法等について習熟に

努める。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電

対策を図る。 

イ 県が実施する計画（危機管理部） 

(ｴ) ＮＴＴ東日本㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時

優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。また、災害用と

して配備されている無線電話等の機器については、その運用方法等につ

いて習熟しておくものとする。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネッ

トワーク機器等の停電対策を図るものとする。 

 

３ 孤立予想地域の実態把握 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 県内の中山間地域などの集落における孤立予想地域をあらかじめ

把握するとともに、孤立地域発生時に備え、救出救助を行う機関との情

報共有を行う。（危機管理部） 

 

第１１節 孤立防止対策 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｴ) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害

時優先電話等を効果的に活用するよう努める。また、災害用として配備さ

れている無線電話等の機器については、その運用方法等について習熟に

努める。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネットワーク機器等の停電対

策を図る。 

イ 県が実施する計画（危機管理部） 

(ｴ) 東日本電信電話㈱等の電気通信事業者により提供されている災害時

優先電話等を効果的に活用するよう努めるものとする。また、災害用と

して配備されている無線電話等の機器については、その運用方法等に

ついて習熟しておくものとする。また、ＩＰ電話を利用する場合は、ネ

ットワーク機器等の停電対策を図るものとする。 

 

３ 孤立予想地域の実態把握 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 県内の中山間地域などの集落における孤立予想地域をあらかじめ把

握するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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６ 備蓄 

(2) 実施計画 

イ 市民等が実施する計画 

(ｱ) 孤立が予想される地域の市民は、平常時から最低１週間分の備蓄を

行うものとする。 

６ 備蓄 

(2) 実施計画 

イ 市民等が実施する計画 

(ｱ) 孤立が予想される地域の市民は、平常時から備蓄を行うものとする。 
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【震災対策編】第２章第１２節 

新 旧 修正理由・備考 

第１２節 食料品等の備蓄・調達計画 

 

第１ 基本方針  

大規模な災害が発生した場合、被災直後の住民の生活を確保するうえで食料の

備蓄・供 給は重要であり、住民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発

災直後から最低でも ３日間、可能な限り 1 週間（孤立予想地域にあっては最低

１週間。以下同じ。）は、自らの 備蓄で賄うことを原則とする。  

（地震防災緊急事業五箇年計画等に基づき）市は、この間、防災の第一次的責

任を有する基礎的地方公共団体として、食料を持ち出しできない者等を想定し

て、必要量を地域防災計画等で定め、食料の備蓄を実施する。 

県は、広域にわたって家屋の損壊が激しく、多数の避難者が生じ、被災市町村

だけでは 食料供給が困難な場合など、通常想定できる規模を超えるような災害

に備え、市町村を補完する立場として、広域単位での備蓄と物資応援協定等に基

づいて調達するいわゆる流通備蓄（以下「流通備蓄」という。）の確保に努める。 

また、市及び県は、具体的な備蓄体制を検討する上で、「県及び市町村の備蓄

体制の充実・強化に向けた基本的な方向性」（令和６年 10月 11 日付け６危第 168

号）に示している被害想定・避難者数や対応期間、標準品目等の必要量などを踏

まえて行うものとする。 

 

第２ 主な取組み 

３ 初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、

集中備蓄または指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対

しても配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。また、

物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠

点の登録に努める。 

第１２節 食料品等の備蓄・調達計画 

 

第１ 基本方針 

大規模な災害が発生した場合、被災直後の市民の生活を確保する上で食料等の

備蓄・供給は重要であり、市民は、一般流通が十分機能しないと考えられる発災

直後から最低でも３日間、可能な限り１週間は、自らの備蓄で賄うことを原則と

する。 

  市は、食料を持ち出しできない者等を想定して、必要量を地域防災計画等で定

め、食料の備蓄を実施するとともに、市、市民、企業等も一体となった備蓄体制

の整備を促進する。 

また、県等関係機関との間で発災時に対応ができるよう協力関係の強化を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 主な取組み 

３ 初期の対応に必要な量の食料品等を備蓄するほか、食料品等の性格に応じ、集

中備蓄または指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても配

慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努める。また、物資調達・

輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め

る。 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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４ 交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援

物資に緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の確保に努める。 

５ 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うととも

に、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 食料等の備蓄・調達体制の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 市を補完する立場から、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、

非常用食料を合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等において備蓄

し、必要に応じて更新するものとする。 

また、県が調達する食料は、食物アレルギーや宗教上の理由など、食

の多様性や環境・ゼロカーボンに配慮して備蓄・調達にするよう努め

る。（危機管理部） 

 

（新設） 

 

４ 平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うととも

に、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を

行うよう努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 食料等の備蓄・調達体制の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｱ) 市を補完する立場から、管理栄養士等行政栄養関係者の関与の下、非

常用食料を合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等において備蓄

し、必要に応じて更新するものとする。（危機管理部） 
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【震災対策編】第２章第１３節 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１３節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

飲料水の備蓄は、緊急遮断弁により確保された配水池及び浄水池の貯留水並

びにボトルウォーターとし、調達体制は稼働できる浄水場並びに清浄な水の確

保が可能なプール等にろ水器を設置し製造を行う。 

また、被災していない市町村（水道事業者等を含む。以下同じ。）による応

急給水活動により飲料水の確保を図る。 

このほか、市町村は、被災を最小限にくい止めるため、事前に施設の災害に

対する安全性の確保を進めるとともに、給水車・給水タンク等の確保を図り、

飲料水の供給に備えるものとする。 

県は、広域にわたって家屋の損壊が激しく、多数の避難者が生じ、被災市町

村だけでは飲料水供給が困難な場合など、通常想定できる規模を超えるような

災害に備え、市町村を補完する立場として、広域単位での備蓄と流通備蓄の確

保に努める。 また、県及び市町村は、水の備蓄において、「県及び市町村の備

蓄体制の充実・強化に向けた基本的な方向性」（令和６年 10 月 11 日付け６危

第 168 号）に示している被害想定・ 避難者数や対応期間、標準品目等の必要

量などを踏まえて行うものとする。 

第１３節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

応急給水拠点、被災をまぬがれた配水池などの上水道施設などで確保され

た飲料水を、給水車・給水タンク等により、災害協定などを締結している塩

尻市水道事業協同組合と連携し、応急給水活動を行う。また、避難施設など

に設置されている貯水槽などにろ過器を装備し、飲料水を確保する。その他、

非常用飲料水袋の備蓄、給水動力ポンプ等の装備など、飲料水の供給に備え

る。 

また、（公社）日本水道協会を通じて災害時相互応援に関する協定により飲

料水の確保と応急給水活動の支援を要請する。 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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【震災対策編】第２章第１４節 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１４節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

第１ 基本方針 

災害時には、市民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により、生活必需

品に著しい不足が生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目に

ついては、備蓄・調達体制の整備を図る必要がある。 

  （災害時の主な生活必需品） 

  ○ 寝具（タオルケット、毛布、エアーベッド、段ボールベッド等） 

  ○ 衣類（下着、靴下、作業着等） 

  ○ 炊事道具（なべ、包丁、卓上コンロ等） 

  ○ 身の回り品（タオル、生理用品、紙オムツ等） 

  ○ 食器等（はし、茶わん、ほ乳瓶等） 

  ○ 日用品（石鹸、ティッシュペーパー、携帯トイレ、簡易トイレ、組立式ト

イレ、トイレットペーパー等） 

  ○ 光熱材料（マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等） 

  ○ 常備薬 

（必要量） 

   最大の避難所避難者数の発生が想定される災害など、市の被害想定を踏まえ

て、備蓄・調達体制を整備するよう努める。 

   また、市及び県は、上記品目（特に紙おむつや携帯トイレ等、トイレットペ

ーパー、生理用品、毛布）の備蓄を検討する上で、「県及び市町村の備蓄体制の

充実・強化に向けた基本的な方向性」（令和６年 10 月 11 日付け６危第 168 号）

に示している被害想定・避難者数や対応期間、標準品目等の必要量などを踏ま

えて行うものとする。 

第１４節 生活必需品の備蓄・調達計画 

 

第１ 基本方針 

災害時には、市民の生活物資の喪失、流通機能の麻痺等により、生活必需

品に著しい不足が生じる。このため、災害に備えて次に掲げるような品目に

ついては、備蓄・調達体制の整備を図る必要がある。 

  （災害時の主な生活必需品） 

  ○ 寝具（タオルケット、毛布等） 

  ○ 衣類（下着、靴下、作業着等） 

  ○ 炊事道具（なべ、包丁、卓上コンロ等） 

  ○ 身の回り品（タオル、生理用品、紙オムツ等） 

  ○ 食器等（はし、茶わん、ほ乳瓶等） 

  ○ 日用品（石鹸、ティッシュペーパー、携帯トイレ、トイレットペーパー等） 

   

○ 光熱材料（マッチ、ガスボンベ、ストーブ、灯油等） 

  ○ 常備薬 

（必要量） 

   人口の５％程度が、生活必需品等について自力で確保できない状況を想定し

て、備蓄・調達体制を整備するよう努める。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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【震災対策編】第２章第１８節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

老朽施設の更新、耐震化及び改良等に併せ、施設の耐震化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 上水道施設の災害予防 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（環境部） 

水道事業者に対し、石綿セメント管等老朽管の更新、施設の安全性の

確保及び耐震化等に関する指導を行うものとする。 

第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

老朽施設の更新、改良等に併せ、施設の耐震化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 上水道施設の災害予防 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（環境部） 

水道事業者に対し、老朽管の更新及び施設の安全性の確保等に関する

指導を行うものとする。 

 

 

 

県の計画に合

わせて修正 
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【震災対策編】第２章第１９節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１９節 下水道施設等災害予防計画 

【水道事業部】 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 既設の排水施設のうち耐震性を有しない重要な幹線等の耐震化を行

う。  

(ｲ) 既存の処理施設のうち耐震性を有しない施設の耐震化を行う。 

(ｳ) 新設する排水施設・処理施設は新施設に適合した施設を建設する。 

イ 県が実施する計画（環境部及び市が実施する計画） 

重要な管渠及び処理場施設のうち、地盤が軟弱な地域に敷設されてい

るもの、老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、耐震化を計画

的に進めるものとする。 

 

 

第１９節 下水道施設等災害予防計画 

【水道事業部】 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) 既設の排水施設のうち耐震性を有しない重要な幹線等の耐震化を行

う。  

(ｲ) 既存の処理施設のうち耐震性を有しない施設の耐震化を行う。 

(ｳ) 新設する排水施設・処理施設は新施設に適合した施設を建設する。 

イ 県が実施する計画（環境部、農政部） 

(ｱ) 重要な管渠及び処理場施設のうち、地盤が軟弱な地域に敷設されて

いるもの、老朽化の著しいものから重点的に調査を実施し、必要に応

じて補強等の対策を講じるものとする。 

(ｲ) 新たに建設する排水施設、処理施設については、土質調査等を実施

し、新耐震基準に適合した地震対策を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第２章第２０節 

新 旧 修正理由・備考 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急時のための通信確保 

(2) 実施計画 

ア 各機関において、有線・無線系及び地上・衛星系による通信回線の多ル

ート化、中枢機能の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図る

ほか、緊急時のための通信施設、機器の整備・耐震化を図るものとする。

通信施設の整備に当たっては、市はもとより他の防災関係機関にも情報伝

達できるよう配慮するものとする。 

イ 非常通信を行う場合に備え、あらかじめ協力依頼できる無線局を選定し

ておくものとする。     

この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通じて、実効性の確保に

留意する。 

（略） 

３ 電気通信施設災害予防 

(2) 実施計画 

ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバ

イル㈱が実施する計画 

非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体に被害想

定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急復

旧機材の配備、通信輻輳対策の推進など、電気通信設備の安全信頼性に強化

に向けた取り組みを推進することに努めるものとし、特に、地方公共団体の

庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮するものとする。 

第２０節 通信・放送施設災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急時のための通信確保 

(2) 実施計画 

各機関において、有線・無線系及び地上・衛星系による通信回線の多ルー

ト化、中枢機能の分散化、機器の二重化、移動体通信機器の整備を図るほか、

緊急時のための通信施設、機器を整備するものとする。通信施設の整備に当

たっては、市はもとより他の防災関係機関にも情報伝達できるよう配慮す

るものとする。 

また、非常通信を行う場合に備え、あらかじめ協力依頼できる無線局を選

定しておくものとする。この場合、非常通信協議会とも連携し、訓練等を通

じて、実効性の確保に留意する。 

 

（略） 

３ 電気通信施設災害予防 

(2) 実施計画 

東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モ

バイル㈱が実施する計画 

   非常用電源の整備等による通信設備の被災対策、地方公共団体に    

被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保、応急

復旧機材の配備など、災害に強い通信サービスの実現に向けて、下記の施策を

逐次実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修

正 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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また、災害に強い通信サービスの実現に向けて、下記の施策を逐次実施

するものとする。 
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【震災対策編】第２章第２５節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２５節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 文化財 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（県民文化部） 

各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を

実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図るものとする。 

(ｱ) 市文化財所管部局を通じ、所有者または管理者に対して、文化財の

管理保護についての指導と助言を行うものとする。 

 

第２５節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 文化財 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（教育委員会） 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するた

め、次の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る

ものとする。 

(ｱ) 市教育委員会を通じ、所有者または管理者に対して、文化財の管理

保護についての指導と助言を行うものとする。 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第２章第２６節 

新 旧 修正理由・備考 

第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の耐震性の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｵ) 第１次緊急輸送道路、第２次緊急輸送道路及び第３次緊急輸送道

路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備し、災害に強い道路交通

網を推進するものとする。時も含めた安定的な輸送を確保するため、

道路法に基づき指定された「重要物流道路」の機能強化を推進するも

のとする。（建設部） 

（略） 

ウ 関係機関が実施する計画 

(ｳ) 緊急輸送道路のネットワークにおいて、地震災害応急対策を円滑

に実施するため、緊急輸送道路について広域的な応急対策等を考慮

し、長野県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会において関係

機関と総合的な調整を行うものとする。（関東・中部地方整備局） 

(ｴ) 発災後の道路の障害物除去による道路啓開、応急復旧等を迅速に行

うため、他の道路管理者及び関係機関と連携して、道路啓開等の計画

を作成する。（地方整備局） 

(ｵ) 日常から施設の点検調査を実施し、状況把握に努め、状況により補

修工事を実施するものとする。（中日本高速道路㈱） 

(ｶ) 耐震診断を実施し、耐震診断結果の基づく耐震補強工事を早急に実

施するものとする。（中日本高速道路㈱） 

第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の耐震性の整備 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｵ) 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所か

ら順次整備し、災害に強い道路交通網を推進するものとする。時も含め

た安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流

道路」の機能強化を推進するものとする。（建設部） 

 

（略） 

ウ 関係機関が実施する計画 

(ｳ) 緊急輸送道路のネットワークにおいて、地震災害応急対策を円滑に実

施するため、緊急輸送道路について広域的な応急対策等を考慮し、長野

県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会において関係機関と総合

的な調整を行うものとする。（関東・中部地方整備局） 

（新設） 

 

 

(ｴ) 日常から施設の点検調査を実施し、状況把握に努め、状況により補

修工事を実施するものとする。（中日本高速道路㈱） 

(ｵ) 耐震診断を実施し、耐震診断結果の基づく耐震補強工事を早急に実

施するものとする。（中日本高速道路㈱） 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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(ｷ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努めるものとす

る。（中日本高速道路㈱） 

(ｸ) 地震災害等に備え防災訓練を実施するものとする。（中日本高速道

路㈱） 

(ｶ) 災害応急復旧用各種車両、資機材等の備蓄、拡充に努めるものとす

る。（中日本高速道路㈱） 

(ｷ) 地震災害等に備え防災訓練を実施するものとする。（中日本高速道路

㈱） 
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【震災対策編】第２章第２８節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２８節 ため池等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) ため池の諸元、改修履歴を明記した「ため池データベース」を整備

し、施設の状況について適宜確認するとともに、変更が生じた場合は

県に報告する。 

（略） 

イ 県が実施する計画（農政部） 

(ｱ) 管理の基本となる県全体の「ため池データベース」を管理し、随時更

新するものとする。 

第２８節 ため池等災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｱ) ため池の諸元、改修履歴を明記した「ため池カルテ」を整備し、施設の

状況について適宜確認するとともに、変更が生じた場合は県に報告する。 

 

 

（略） 

イ 県が実施する計画（農政部） 

(ｱ) 管理の基本となる県全体の「ため池カルテ」を管理し、毎年度更新す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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【震災対策編】第２章第３２節 

新 旧 修正理由・備考 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｺ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件

に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指

導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習

熟を図るものとする。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施

するものとする。 

（略） 

 ウ 県が実施する計画 

(ｱ) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ

等のマスメディア、県ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料

等により次の事項の啓発活動を行う。 

   なお、啓発活動を行う際には、女性、子ども、性的マイノリティの

ほか、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様

なニーズに十分配慮し、地域において支援する体制が整備されるよう

努めるとともに、被災時の性別によるニーズの違い当に十分配慮する

よう努めることに加え、家庭動物に飼養の有無による被災時のニーズ

の違いに配慮するよう努めるものとする。 

ｖ 平常時から市民が実施し得る、家具の固定、消火器、ガスのマイコンメ

ーター及び感震ブレーカーの設置等の出火防止措置等の平素からの対策

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

(ｺ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に

配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導

し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を

図るものとする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のお

それがある状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・

運営訓練を積極的に実施するものとする。 

（略） 

ウ 県が実施する計画 

(ｱ) 県民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等マス

メディア、県ホームページ、防災講演会及びパンフレット等により啓発活動

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

ｖ 平常時から市民が実施し得る、最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の

生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法 

（中略） 

(ｸ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件

に配慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指

導し、住民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習

熟を図るものとする。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害

対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施

するものとする。 

における応急措置の内容や実施方法 

（中略） 

(ｸ) 地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を、夜間等様々な条件に配

慮し、居住地、職場、学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し、住

民の災害時の避難行動、基本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るもの

とする。また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある

状況下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積

極的に実施するものとする。 
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【震災対策編】第２章第３３節 

新 旧 修正理由・備考 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動をとれ

るよう、過去の災害から得られた教訓に学ぶことが必要である。そこで、その教

訓を学び、災害時の具体的な状況を想定した日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、市民に対する計画の周知、防災知識の

普及、防災計画の検証、防災関係機関相互及び市民との協力体制の確立等の効果

も期待できる。 

市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企

業等との連携体制の強化を目的として、各種の災害を想定した防災訓練を実施す

る。 

  なお、防災訓練を実施する際には、女性、子ども、性的マイノリティの他、高

齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配慮

し、地域において支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時に性別に

よるニーズの違い等に十分配慮するよう努めることに加え、家庭動物の飼養の有無

による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

（略） 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

(1) 現状及び課題 

市では、毎年、総合防災訓練を実施している。 

今後は、訓練内容をより実践的で充実したものとしていく必要がある。 

 

(2) 実施計画 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

災害発生時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うこ

とが必要であるが、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。そこで、

災害時の具体的な状況を想定した日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、市民に対する計画の周知、防災知識の普

及、防災計画の検証、防災関係機関相互及び市民との協力体制の確立等の効果も期

待できる。 

市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企業

等との連携体制の強化を目的として、各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

(1) 現状及び課題 

市では、毎年防災の日（９月１日）を中心に、総合防災訓練を実施している。 

今後は、訓練内容をより実践的で充実したものとしていく必要がある。 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する計画 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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ア 市が実施する計画 

(ｱ) 総合防災訓練（兼地震総合防災訓練） 

市は、関係機関、市民及び企業の参加を得て、総合防災訓練を行う。 

ａ 実施時期 

関係機関と調整し、実施時期を決定する。 

 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 

(2) 実施計画 

(ｱ) 実践的な訓練の実施 

ｄ 感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、感染症対

策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するよう努めるも

のとする。 

(ｱ) 総合防災訓練（兼地震総合防災訓練） 

市は、関係機関、市民及び企業の参加を得て、総合防災訓練を行う。 

ａ 実施時期 

防災の日（９月１日）を中心に、防災週間（８月 30 日～９月５日）

に実施する。 

 

２ 実践的な訓練の実施と事後評価 

(2) 実施計画 

(ｱ) 実践的な訓練の実施 

ｄ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大のおそれがある状況

下での災害対応に備え、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓

練を積極的に実施するよう努めるものとする。 
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【震災対策編】第２章第３８節 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 財政調整基金の積立 

イ 県が実施する計画（総務部） 

災害時に備え、財政調整基金の維持、運営を図る。 

 

名 称 目 的 使     途 

長野県財政調整

基金 

県財政の

健全な運

営を図る。 

次に掲げる経費の財源に充てる。 

１ 経済事情の著しい変動等により財源が

著しく不足する場合において、当該不足額

を埋めるための経費 

２ 災害により生じた経費または災害によ

り生じた減収を埋めるための経費 

３ 長期にわたる財源の育成のためにする

財産の取得等のための経費 

（削除） 

長野県財政調整基金 

 

 

 

第３８節 災害対策基金等積立及び運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 財政基金の積立 

イ 県が実施する計画（総務部） 

災害時に備え、財政調整基金の維持、運営を図る。 

 

名 称 目 的 使     途 

長野県財政調整

基金 

県財政の

健全な運

営を図る。 

次に掲げる経費の財源に充てる。 

１ 経済事情の著しい変動等により、財源が著

しく不足する場合において、当該不足額を埋

めるための経費 

２ 災害により生じた経費または災害により生

じた減収を埋めるための経費 

３ 緊急に実施することが必要となった大規模

な土木その他の建設事業の経費その他必要や

むを得ない理由により生じた経費 

４ 長期にわたる財源の育成のためにする財産

の取得等のための経費 

５ 償還期限を繰り上げて行う県債の償還の経

費 

長野県財政調整基金 

 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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【震災対策編】第２章第４０節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４０節 観光地の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(2) 県及び市が実施する計画（観光スポーツ部） 

観光地での災害時の県、市、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備する

ものとする。 

 

２ 外国人旅行者の安全確保策 

（略） 

(2) 県が実施する計画（観光スポーツ部・県民文化部） 

研修会により、災害時の通訳ボランティアを養成し、事前登録するなど、

災害時の活用体制を整備するものとする。 

(3) 県及び市が実施する計画（観光スポーツ部） 

ア 災害時に外国人旅行者へ避難場所や避難経路を周知するため、避難

経路標識の簡明化、多言語化を推進するものとする。 

第４０節 観光地の災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(2) 県及び市が実施する計画（観光部） 

観光地での災害時の県、市、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備するも

のとする。 

 

２ 外国人旅行者の安全確保策 

（略） 

(2) 県が実施する計画（観光部・県民文化部） 

研修会により、災害時の通訳ボランティアを養成し、事前登録するなど、災

害時の活用体制を整備するものとする。 

(3) 県及び市が実施する計画（観光部） 

ア 災害時に外国人旅行者へ避難場所や避難経路を周知するため、避難経

路標識の簡明化、多言語化を推進するものとする。 

 

 

 

 

県の記載に合わ

せて修正 
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【震災対策編】第３章第１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(3) 県松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡

体制の強化が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）

に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、

県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとする。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対

策を適切に行うものとする。 

 

（略） 

５ 災害情報の収集・連絡系統 

(2) 連絡系統 

ア 市の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

(3) 県松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡

体制の強化が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整

班）に情報連絡員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。こ

の場合、県危機管理防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣する

ものとする。 

    なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及

びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

（略） 

５ 災害情報の収集・連絡系統 

(2) 連絡系統 

ア 市の連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は、次

のとおりである。 

(ｳ) 県（本庁）の実施事項 

g 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡員

（県本部リエゾン）等の応援派遣を求められたときは、危機管理部長（災

害対策本部室長）の指示により必要な職員を速やかに派遣する。 

 

（略） 

 ６ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能の確認を行うとと

もに、支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じ

た施設の復旧がなされるまでの間は、防災行政無線または航空機、無人航空機、

高所監視カメラ等による目視・撮影、衛星携帯電話、各種移動無線通信機器及

びアマチュア無線等の活用を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 関係機関における実施事項の概要 

関係機関における被害状況等の収集、報告、通報等の実施事項の概要は、次

のとおりである。 

(ｳ) 県（本庁）の実施事項 

g 危機管理防災課（応援・受援本部）は、地域振興局長から情報連絡

員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求められたときは、危機管理

部長（災害対策本部室長）の指示により派遣の要否を決定するもの

とする。 

（略） 

６ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生後直ちに情報通信手段の機能の確認を行うととも

に、支障が生じた施設の復旧を速やかに行うものとする。また、支障が生じた施

設の復旧がなされるまでの間は、防災行政無線または航空機、無人航空機等によ

る目視・撮影、衛星携帯電話、各種移動無線通信機器及びアマチュア無線等の活

用を図るものとする。 
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【震災対策編】第３章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

 １ 市が実施する対策 

 （２）活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ次表の初動体制をとる。 

 

初動体制一覧【南海トラフ地震臨時情報発表時を除く。】 

（略） 

初動体制一覧【南海トラフ地震臨時情報発表時】 

部局名 

南海トラフ地震臨時情報 

調査中 巨大地震

注意 
巨大地震警戒 

総務部 

危機管理課 ２ 全員 全員 

危機管理課を除

く各課 

 

部長 課長以上 

企画政策部 各課  

市民地域部 各課  

健康福祉部 各課  

農林部 各課  

商工観光部 各課  

建設部 各課  

交流文化部 各課  

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

 １ 市が実施する対策 

 （２）活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ次表の初動体制をとる。 

 

初動体制一覧 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進地域指

定に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54/103 

 

 

 

 

こども教育

部 

各課  

水道事業部 各課  

会計課  課長 

議会事務局  局長 

選挙管理委員会事務局   

農業委員会   

現地機関 

各支所・地区

調整担当 

 支所長 

調 整 担 当

課長 

支所長 

調整担当課長 

衛生センター    

北部子育てセ

ンター 

   

浄化センター    

自然博物館    

楢川地区文化

施設 

   

短歌館    

平出博物館    

本洗馬歴史の

里資料館 

   

児童館    

保育園    

計 ２ ３０  
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【震災対策編】第３章第３節 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、市町村等単独では十分な

応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公

共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、また、表に掲げる場合に

行う具体的な広域応急対策活動は、それぞれ同表に掲げる応急対策活動要領及び

計画に定めるところにより、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する

ものとする。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市

町村による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制

度に基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うもの

とする。 

なお、本市が大規模地震等により大きな被害を被ったときは、発災直後の概括

的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするととも

に、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、

避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、本市の職員だ

けで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受

入れ体制を十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う。 

また、協定先の市町村等が被災した場合については、被災地の被害状況等の情

報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能

性があることから、相互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援

の必要性を判断する。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対

第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害状況等から、市町村等単独では十分な

応急・復旧活動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公

共機関等相互においては、法令及び応援協定に基づき、また、表に掲げる場合に

行う具体的な広域応急対策活動は、それぞれ同表に掲げる応急対策活動要領及び

計画に定めるところにより、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施する

ものとする。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市

町村による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制

度に基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うもの

とする。 

なお、本市が大規模地震等により大きな被害を被ったときは、発災直後の概括

的な被害状況等を迅速に把握し、応援要請に遅れが生じないようにするととも

に、災害が発生した場合、災害応急業務等が急激に増加し、災害マネジメント、

避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保が必要になり、本市の職員だ

けで対応していくことが困難な状況になることから、応援要請に当たっては、受

入れ体制を十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を行う。 

また、協定先の市町村等が被災した場合については、被災地の被害状況等の情

報収集を積極的に行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能

性があることから、相互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援

の必要性を判断する。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ
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策を適切に行うものとする。 

 

第３ 活動の内容 

２ 受援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 市、県（危機管理部、関係各部局）、公共機関及びその他事業者が実施

する対策 

(ｱ) 円滑な受入れ体制の整備のため、予め、応急対応業務に必要な物資、

人員等について、地域防災計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業

務継続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協定等、他からの応

援により確保する方法を検討しておくものとする。 

(ｲ) 応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な基本的

事項の整備をするものとする。 

(ｳ) 県及び市は、応援職員が宿泊場所を確保することが困難な場合に、公

共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き地などの確

保に配慮するものとする。 

 

４ 応援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 市、県（危機管理部、関係各部局）、公共機関及びその他事業者が実施

する対策 

(ｱ) 情報収集及び応援体制の確立 

a  市、県、公共機関及びその他事業者（以下「応援側」という。）は、

大規模地震等の発生を覚知したときは、速やかに災害規模等の情報収

集を行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団体等（以下「要請

側」という。）から要請を受けた場合は、直ちに出動するものとする。 

b 県は、県外で大規模災害が発生した場合には、長野県災害対策支援本

ん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

（略） 

第３ 活動の内容 

２ 受援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 市、県（危機管理部、関係各部局）、公共機関及びその他事業者が実施

する対策 

円滑な受入れ体制の整備のため、予め、応急対応業務に必要な物資、

人員等について、地域防災計画、受援計画、避難所運営マニュアル、業務

継続計画等に規定し、不足が見込まれる場合は、協定等、他からの応援

により確保する方法を検討しておくものとする。 

また、応援を受けた場合の配置、指揮命令系統等、応援活動に必要な

基本的事項の整備をするものとする。 

  （新設） 

 

 

 

４ 応援体制の整備 

(2) 実施計画 

ア 市、県（危機管理部、関係各部局）、公共機関及びその他事業者が実施

する対策 

(ｱ) 情報収集及び応援体制の確立 

市、県、公共機関及びその他事業者（以下「応援側」という。）は、大

規模地震等の発生を覚知したときは、速やかに災害規模等の情報収集を

行うとともに、応援体制を整え、被災地方公共団体等（以下「要請側」と

いう。）から要請を受けた場合は、直ちに出動するものとする。 

  （新設） 

て修正 
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部を設置し、全庁的な対応を行うものとする。 

c  県及び市は、県外で大規模な災害が発生した場合には、一体となって

的確な支援を行うものとする。 

なお、必要に応じて支援県民本部を設置し、関係機関と連携した支

援を行うものとする。 

（略） 

ウ 長野県合同災害支援チームが実施する対策 

(ｱ) 市及び県は、「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に

関する協定書」に基づき支援を行うものとする。 

(ｲ) 主な支援内容は以下のとおり。 

ａ 被災県等への職員派遣及び物資の提供 

ｂ 被災者の受入れ及び施設の提供 

(a) 県内医療機関での傷病者の受入れ 

(b) 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

ｃ その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 

 

 

 

 

 

 

（略） 

ウ 長野県合同災害支援チームが実施する対策 

(ｱ) 長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した県外地方自治体

に対し、県と市町村が一体となって的確な支援を行うものとする。 

(ｲ) 市及び県は、「長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に

関する協定書」に基づき支援を行うものとする。 

(ｳ) 主な支援内容は以下のとおり。 

ａ 被災県等への職員派遣及び物資の提供 

ｂ 被災者の受入れ及び施設の提供 

(a) 県内医療機関での傷病者の受入れ 

(b) 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

ｃ その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 
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【震災対策編】第３章第４節 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 活動の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

(1) 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じてヘリコプターを選定、要請するものとする。 

 

ヘリコプター別 機種 
定

員 

救

助 

ホ

イ

ス

ト 

消

火

装

置 

物

資

吊

下 

映

像

伝

送 

消防防災ヘリコプター ベル 412EPI 15 ○ ○ ○ ○ 

県 警 ヘ リ コ プ タ ー 

レオナルド

AW139 
14 〇   〇 

レオナルド

AW139 
14 〇   〇 

広 域 航 空 消 防 応 援

等 

ヘ リ コ プ タ ー 

各種 
各

種 
○ ○ ○ ○ 

自 衛 隊 ヘ リ コ プ タ ー 各種 
各

種 
○ ○ ○  

海上保安庁ヘリコプター 各種 
各

種 
○  ○  

ド ク タ ー ヘ リ 各種 6     

 

 

 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 活動の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

(1) 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じてヘリコプターを選定、要請するものとする。 

 

ヘリコプター別 機種 
定

員 

救助 

ホイ

スト 

消火

装置 

物資

吊下 

映像

伝送 

消防防災ヘリコプター ベル 412EPI 15 ○ ○ ○ ○ 

県 警 ヘ リ コ プ タ ー 
（新設）      

アグスタ AW139 17 ○  ○ ○ 

広 域 航 空 消 防 応 援

等 

ヘ リ コ プ タ ー 

各種 
各

種 
○ ○ ○ ○ 

自 衛 隊 ヘ リ コ プ タ ー 各種 
各

種 
○ ○ ○  

海上保安庁ヘリコプター 各種 
各

種 
○  ○  

ド ク タ ー ヘ リ 各種 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、

長野厚生連佐久総合病院佐久医療センターまたは信州大学医学部付属病院へ

ドクターヘリの出動を要請するものとする。 

 

 

 

 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、

長野厚生連佐久総合病院または信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出 

動を要請するものとする。 
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【震災対策編】第３章第６節 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 救助・救急・医療活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動対策 

(1) 基本方針 

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、

相互の連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。また、

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ、広範囲にわ

たることが予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域

緊急輸送活動を迅速かつ効果的に行う。 

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、感染症の

発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

（略） 

２ 医療活動対策 

 (2) 実施計画 

ウ 県が実施する対策（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 大規模災害時に保健医療福祉活動チームの派遣調整、保健医療福祉

活動に関する情報の連携、 整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合

調整を遅滞なく行うための本部（以下「長野県保健医療福祉調整本部」

という。）の設置及び運営を行うものとする。 

（中略） 

第６節 救助・救急・医療活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動対策 

(1) 基本方針 

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、

相互の連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。また、

大規模災害発生時においては、救助・救急需要が増大し、かつ、広範囲にわ

たることが予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域

緊急輸送活動を迅速かつ効果的に行う。 

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロ

ナウイルス感染症を含む感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感

染対策を適切に行うものとする。 

（略） 

２ 医療活動対策 

 (2) 実施計画 

ウ 県が実施する対策（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動

に関する情報の連携、 整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整

を遅滞なく行うための本部（以下「長野県災害医療本部」という。）の

設置及び運営を行うものとする。 

 （中略） 

    (ｶ) 市からの要請により、または必要があると認められるときは、災害拠

点病院を中心とした地方部単位の後方医療体制の確保を行うものとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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  (ｶ) 市からの要請により、または必要があると認められるときは、当該

二次医療圏に位置する災害拠点病院を中心とした医療体制の確保を行

うものとする。 

（中略） 

 (ｸ) 災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、

救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、長野

県保健医療福祉調整本部や現地対策本部と連携して必要な調整を行うも

のとする。 

（中略） 

(ｾ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、災害支援ナース、日本医師会

災害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、 独立行政法人国立病院機構、

国立大学病院、日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本

看護協会、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ)、日本栄養士

会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）、日本民間医療機関等からの医療チー

ム派遣等の協力を得て、避難所、救護所も含め、被災地における医療提供

体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当たっては災害医療コーデ

ィネーターを活用するものとする。その際、医療チーム等の交代により医

療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適

切に実施されるよう 、 努めるものとする。 

（略） 

エ その他関係機関・関係団体が実施する対策 

(ｶ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を有する医療機関は、派遣要請に基

づきチームを編成し、医療救護活動を実施するものとする 。 

(ｷ) 災害支援ナースが所属する施設は、派遣要請に基づき、災害支援ナ

ースを派遣し、医療救護活動を支援するものとする。 

(ｸ) （一社）長野県薬剤師会は医薬品の調剤、服薬指導、仕分け、管理等、

る。 

   （中略） 

(ｸ) 災害対策本部は、航空機を最も有効適切に活用するため、情報収集、

救助・救急、消火、医療等の各種活動のための航空機の運用に関し、災害

医療本部や現地対策本部と連携して必要な調整を行うものとする。 

（中略） 

(ｾ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、また、災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、日本医師会災害医療チーム

（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、 独立行政法人国立病院機構、国立大学病院、

日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、民

間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所も含

め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整

に当たっては災害医療コーディネーターを活用するものとする。その際、

医療チーム等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被災地

における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう 、 努めるものとす

る。 

 

 

（略） 

エ その他関係機関・関係団体が実施する対策 

(ｶ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を有する医療機関は、派遣要請に基

づきチームを編成し、医療救護活動を実施するものとする 。 

（新設） 

 

(ｷ) （一社）長野県薬剤師会は医薬品の調剤、服薬指導、仕分け、管理等、

医療救援体制について必要な事項を定めるとともに、薬剤師班を編成

し、災害時の医療救援活動を行うものとする。 
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医療救援体制について必要な事項を定めるとともに、薬剤師班を編成

し、災害時の医療救援活動を行うものとする。 

また、県、市から協力要請があった時、あるいは派遣の必要性が認

められた時は、被災地へ薬剤師班を派遣するものとする。 

(ｹ) 災害拠点病院は、傷病者の受入体制について万全を期すとともに、

関係機関からの要請により、医薬品、医薬用資機材等の提供を行うも

のとする。 

(ｺ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、県、市

からの要請に基づき、備蓄医薬品及び衛生材料の指定場所への速やか

な搬送を行い、使用後の迅速な補充を図るものとする。 

 

 

 

 

(ｻ) （一社）日本産業・医療ガス協会関東地域本部長野県支部は県からの

要請に基づき、医療ガスを速やかに供給するものとする。 

 

(ｼ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附

属病院は、県からの要請に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の

医療救護活動を行うものとする。 

(ｽ) (公社)長野県柔道整復師会は、県との協定に基づく要請があった場

合は、避難所等において、傷病者の応急救護（柔道整復師法（昭和 45 

年法律第 19 号）に規定された業務の範囲）を行う ものとする 。 

(ｾ) 災害派遣精神医療チーム（DPAT）を有する医療機関は、派遣要請に基

づきチームを編成し、精神医療及び精神保健活動への支援を実施するも

のとする。 

(ｿ) （一社）長野県理学療法士会は、県との協定に基づく要請があった場

また、県、市から協力要請があった時、あるいは派遣の必要性が認

められた時は、被災地へ薬剤師班を派遣するものとする。 

(ｸ) 災害拠点病院は、傷病者の受入体制について万全を期すとともに、

関係機関からの要請により、医薬品、医薬用資機材等の提供を行うも

のとする。 

(ｹ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、備蓄医

薬品及び衛生材料の指定場所への速やかな搬送を行い、使用後の迅速

な補充を図るものとする。 

    <救護班等の業務内容> 

     ○ 負傷の程度の判定           ○ 救急活動の記録 

     ○ 負傷者の搬送順位及び搬送先の決定   ○ 遺体の検案 

     ○ 救急処置の実施            ○ その他必要な事項 

(ｺ) 災害拠点病院は、傷病者の受入体制について万全を期すとともに、

関係機関からの要請により、医薬品、医薬用資機材等の提供を行うも

のとする。 

(ｻ) 長野県厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附

属病院は、県からの要請に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の

医療救護活動を行うものとする。 

(ｼ) (公社)長野県柔道整復師会は、県との協定に基づく要請があった場

合は、避難所等において、傷病者の応急救護（柔道整復師法（昭和 45 

年法律第 19 号）に規定された業務の範囲）を行う ものとする 。 

(ｽ) 災害派遣精神医療チーム（DPAT）を有する医療機関は、派遣要請に基

づきチームを編成し、精神医療及び精神保健活動への支援を実施するも

のとする。 

 （新設） 
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合は、避難所等において、傷病者、被災者に対し応急処理活動等を行う

ものとする。 
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【震災対策編】第３章第８節 

新 旧 修正理由・備考 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 避難受入れ活動 

 (2) 実施計画 

  ア 【市が実施する対策】 

(ｳ) 避難所での生活環境整備等 

    c 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所（室）及び要配慮者が生活をする避難所には、保健師や介

護支援専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや

生活状況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウン

セラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、

感染対策を適切に行う。 

 

イ 【県が実施する対策】 

(ｱ) 避難所での生活環境整備 

       要避難者の避難所での生活環境を整備するため、市からの要請に基

づき、必要な支援を行うとともに、市のみでの対応が困難な場合にお

いては、自ら要支援者のニーズの把握に努め、市と連携して必要な人

員や物資の確保及び提供等を行う。なお、外国籍県民や外国人旅行者

の避難所での生活環境整備については必要に応じて市の対策を支援

する。 

   (ｲ) 県立病院等における緊急受入等の実施 

第８節 要配慮者に対する応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 避難受入れ活動 

 (2) 実施計画 

  ア 【市が実施する対策】 

(ｳ) 避難所での生活環境整備等 

c 避難所における相談体制の整備及び必要な人員の確保・提供 

福祉避難所（室）及び要配慮者が生活をする避難所には、保健師や介

護支援専門員等を配置した相談窓口を設置のうえ、要配慮者のニーズや

生活状況を適切に把握し、医師、看護師、保健師、介護職員、心理カウン

セラー、手話・外国語通訳者等の派遣を必要に応じて迅速に行う。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発

生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行う。 

 

イ 【県が実施する対策】 

(ｱ) 避難所での生活環境整備 

       要避難者の避難所での生活環境を整備するため、市からの要請に基

づき、必要な支援を行うとともに、市のみでの対応が困難な場合にお

いては、自ら要支援者のニーズの把握に努め、市と連携して必要な人

員や物資の確保及び提供等を行う。なお、外国籍県民や外国人旅行者

の避難所での生活環境整備については必要に応じて市の対策を支援

する。 

   (ｲ) 県立病院等における緊急受入等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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       県立の病院、社会福祉施設、特別支援学校等においては、市からの

要請があった場合、要配慮者の緊急受入れ等について、当該病院・社

会福祉施設・特別支援学校等の利用者の生活に支障が生じない範囲

で、積極的に協力する。 

   (ｳ) 介護職員等の広域受援に必要な情報の把握・収集 

       介護職員の不足に備え、市と連携し、県内施設の介護職員自身の被

災に伴う職員の不足状況など広域受援に必要な情報の把握・収集を行

う。 

   (ェ) 介護職員等の派遣体制の確保 

       社会福祉事業所等の管理者に対して災害等に派遣可能な職員数の

登録を要請することなどにより介護職員等の派遣体制の整備に努め

る。 

   (ｵ) 応急仮設住宅等の確保 

       要配慮者向けの応急仮設住宅を、市と連携して必要数設置するとと

もに、必要性の高い要配慮者から優先的に入居を進める。 

   (ｶ) 災害派遣福祉チーム（DWAT）等の派遣 

       市からの支援要請により、又は必要があると認められたときは、災

害派遣福祉チーム（DWAT）や災害支援ナースの派遣を要請する。 

       県立の病院、社会福祉施設、特別支援学校等においては、市からの

要請があった場合、要配慮者の緊急受入れ等について、当該病院・社

会福祉施設・特別支援学校等の利用者の生活に支障が生じない範囲

で、積極的に協力する。 

   （新設） 

 

 

 

   (ｳ) 介護職員等の派遣体制の確保 

       社会福祉事業所等の管理者に対して災害等に派遣可能な職員数の

登録を要請することなどにより介護職員等の派遣体制の整備に努め

る。 

   (ｴ) 応急仮設住宅等の確保 

       要配慮者向けの応急仮設住宅を、市と連携して必要数設置するとと

もに、必要性の高い要配慮者から優先的に入居を進める。 

   (ｵ) 災害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣 

       市からの支援要請により、又は必要があると認められたときは、災

害派遣福祉チーム（DWAT）の派遣を要請する。 
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【震災対策編】第３章第９節 

新 旧 修正理由・備考 

９節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 緊急交通路確保のための道路啓開等 

(1) 基本方針 

県警察が行う緊急交通路確保計画と整合しながら、第１次緊急輸送道路指

定路線から順次道路啓開及び応急復旧を進める。指定路線の道路啓開及び応

急復旧に日数がかかる場合は指定路線以外の道路を緊急交通路として確保す

るものとする。 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

(ｲ) 県は、道路啓開計画に基づき緊急交通路を確保するため、県管理道路

の機能確保を図るものとする。また、県管理道路以外の道路についても、

当該道路管理者の要請に基づき、可能な範囲で応援するものとする。なお、

県管理道路の応急復旧対策について応援を必要とするときは、関係機関に

応援を要請するものとする。（建設部） 

（中略） 

(ｷ) 信号機の倒壊や故障が発生した場合、信号機施工業者との連携による緊

急補修を行うとともに、減灯信号機については可搬式発動発電機により速や

かな電源確保を行うものとする。（警察本部） 

 （略） 

６ 輸送拠点の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

第９節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 緊急交通路確保のための応急復旧 

(1) 基本方針 

県警察が行う緊急交通路確保計画と整合しながら、第１次確保路線から

順次応急復旧を推進するものとし、第１次確保路線から順次応急復旧が困

難な場合は第２次確保路線、第２次確保路線が困難な場合は指定路線以外

の道路を緊急交通路として確保するものとする。 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画 

   (ｲ) 県は、応急対策を実施するための緊急交通路を確保するため、県管理道

路の機能確保を図るものとする。また、県管理道路以外の道路についても、

当該道路管理者の要請に基づき、可能な範囲で応援するものとする。なお、

県管理道路の応急復旧対策について応援を必要とするときは、関係機関に

応援を要請するものとする。（建設部） 

（中略） 

   (ｷ) 信号機の倒壊や故障が発生した場合、信号機施工業者との連携による

緊急補修や移動式信号機の設置を行うとともに、減灯信号機については可

搬式発動発電機により速やかな電源確保を行うものとする。（警察本部） 

（略） 

６ 輸送拠点の確保 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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(ｱ) 地域内物資輸送拠点を速やかに開設し、指定避難所までの輸送体制

を確保するとともに、その周知徹底を図る。 

また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な

人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努める。 

 

イ 県が実施する対策 

(ｱ) 広域物資輸送拠点を速やかに開設するとともに、その周知徹底を図

る。また、輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な

人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努める。（危機管

理部、地域振興局） 

 (ｱ) 輸送拠点の運営は、相互応援協定に基づいて行うこととし、運営に当

たっては、県と密接に連携する。 

 

 

 

イ 県が実施する対策 

(ｱ) 第２章第８節「緊急輸送計画」において市が定める輸送拠点内から、被

災状況に応じて必要な輸送拠点を指定し、関係各機関に徹底するものとす

る。 

指定に当たっては、被災市町村における応急対策のための業務量を考慮

し、関係市町村と協議の上、原則としてその外周市町村を指定するものとす

る。（危機管理部） 
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【震災対策編】第３章第１０節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１０節 障害物の処理活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 障害物除去処理 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（各部局） 

(ｱ) 実施機関 

ａ 県管理の道路施設上の障害物の除去は、道路啓開計画に基づき建設部が

警察本部等関係部局の協力を得て行うものとする。 

第１０節 障害物の処理活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 障害物除去処理 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（各部局） 

(ｱ) 実施機関 

ａ 県管理の道路施設上の障害物の除去は、建設部が警察本部等関係部局

の協力を得て行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第３章第１１節 

新 旧 修正理由・備考 

第１１節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

４ 避難所等の開設・運営 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

 (ｺ) 避難所運営委員会は、指定避難所における生活環境について下記の事

項に注意を払い、必要な措置をとることで、常に良好なものであるよう努

めるものとする。 

 A トイレの設置状況等の把握に努め、簡易トイレ、トイレカー、トイレ

トレーラー等のより快適なトイレの設置への配慮 

 b 食事供与の状況の把握に努め、栄養バランスの取れた適温の食事の

提供 

 c  避難所開設当初からパーテンションや段ボールベット等の簡易ベッ

トの設置 

   d  入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保 

   e 避難の長期化等必要に応じて、避難者の健康状態や指定避難所の環

境状況の把握 

 (a) パーテンション等によるプライバシーの確保状況 

 (b) 段ボールベッド等の簡易ベッドの設置状況 

 © 入浴施設設置の有無及び利用頻度 

(d) 洗濯等の頻度 

  © 医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度 

  (f) 暑さ・寒さ対策の必要性 

  (g) 食料の確保、配食等の状況  

第１１節 避難受入及び情報提供活動 

 

第３ 活動の内容 

４ 避難所の開設・運営 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｺ) 避難所運営委員会は、指定避難所における生活環境に注意を払い、常に

良好なものであるよう努めるものとする。そのため、食事供与の状況、ト

イレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。 

また、避難の長期化等に応じて、プライバシーの確保状況、段ボールベ

ット、パーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、

洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、

暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処

理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態の把握に努め、

必要な措置をとるよう努めるものとする。 

また、必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペースの確

保等、同行避難についての適切な体制整備に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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  (h) し尿及びごみの処理状況 

  f 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のためのスペース確保等、

同行避難について適切な体制整備に努めるとともに、避難所等におけ

る家庭動物の受入状況を含む避難状況の把握 

  (ｻ) 指定避難所における感染症対策のため、受付時の確認、避難者の健康

管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レ

イアウト、感染症を発症した避難者や疑いのある者の専用スペース又は

個室の確保等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

      また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用

スペース等での受け入れを適切に行う。 

  

(ｿ) 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっては、要配

慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、避難所運営委員

会が計画的に生活環境の整備を図るための支援を行う。 

ａ スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい

者用携帯便器等の供給等、高齢者、障がい者等に配慮した設備、機

器等の整備を行う。 

ｂ 異性に介助される要介護者、性的マイノリティの方等が利用しや

すいように、性別を問わず利用できるトイレ、更衣室等を設置する

ものとする。 

ｃ 介護用品、育児用品等要配慮者の態様に応じた生活必需品の調達

確保に努める。 

ｄ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配

慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービ

スの提供が開始できるように努める。 

(a) ホームヘルパー、ガイドヘルパー等の派遣 

(b) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 

 

 

 

 

(ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策の

ため、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避

難スペースの確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者

や疑いのある者の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じ

るよう努めるものとする。 

      また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用

スペース等での受け入れを適切に行う。 

(ｿ) 指定避難所への収容及び指定避難所の運営管理に当たっ 

ては、要配慮者の態様に合わせ、次に掲げる事項に十分配慮し、避難所

運営委員会が計画的に生活環境の整備を図るための支援を行う。 

ａ スロープや洋式仮設トイレの設置、段差の解消、車椅子や障がい

者用携帯便器等の供給等、高齢者、障がい者等に配慮した設備、機

器等の整備を行う。 

（新設） 

 

 

ｂ 介護用品、育児用品等要配慮者の態様に応じた生活必需品の調達

確保に努める。 

ｃ 災害発生後できる限り速やかに、全ての避難所を対象として要配

慮者把握調査を行い、次のような組織的・継続的な保健福祉サービ

スの提供が開始できるように努める。 

(a) ホームヘルパー、ガイドヘルパー等の派遣 

(b) 入浴サービス等在宅福祉サービスの実施 
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© 病院や社会福祉施設等への受入れ、ボランティア家庭への受入れ

委託、里親への委託等 

e 要配慮者の心身双方の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケ

ア、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 

f 大画面テレビ、ファクシミリ等の設置、手話通訳者の派遣等要配慮

者に対する情報提供体制を確保する。 

(ﾃ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保

が図られるよう努める。 

(ﾄ)  在宅避難者等の支援拠点が設置された場合、利用者数、食料等の必

要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものと

し、被災者支援に係る情報を支援のための拠点の利用者に対しても提

供するものとする。 

(ﾅ)  車中泊避難を行うためのスペースが設置された場合は、車中泊避難

を行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等を集約し、

必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情

報を車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても提供するも

のとする。この際、車中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等

に配慮するよう努めるものとする。 

(ﾆ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じら

れるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努める。 

(ﾇ) 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れる。 

(ﾈ) 必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物の

ための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱

業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努める。 

(c) 病院や社会福祉施設等への受入れ、ボランティア家庭への受入

れ委託、里親への委託等 

ｄ 要配慮者の心身双方の健康状態に特段の配慮を行い、メンタルケ

ア、保健師等による巡回健康相談等を実施する。 

ｅ 大画面テレビ、ファクシミリ等の設置、手話通訳者の派遣等要配

慮者に対する情報提供体制を確保する。 

(ﾃ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保

が図られるよう努める。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

(ﾄ) 避難所を開設した場合には、関係機関等による支援が円滑に講じら

れるよう、避難所の開設状況等を適切に県に報告するよう努める。 

(ﾅ) 指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて、住民票

の有無等に関わらず適切に受け入れる。 

(ﾆ) 必要に応じ、指定避難所における家庭動物のための避難スペースの

確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援

が受けられるよう、連携に努める。 
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イ 県が実施する対策 

    (ｱ) 市長の報告等により、避難所の開設状況や在宅・車中泊避難者等への

支援状況を把握し、国（内閣府）に共有するとともに、市の要請に応じ、

指定避難所等に必要な資機材の調達及びあっせんに努めるものとする。

（危機管理部） 

(ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要

があると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するものとす

る。 

   なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合

は、感染対策を適切に行うものとする。（全部局） 

(ｵ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等

保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保

が図られるよう努めるものとする。（危機管理部・健康福祉部） 

 

(ｶ) 在宅避難者等の支援拠点や車中泊避難を行うためのスペースが設置

された場合は、市と協力し、必要な支援の実施等に配慮するよう努め

るものとする。（危機管理部、健康福祉部） 

（略） 

６ 応急仮設住宅の確保 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策 (建設部) 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、市と連携し、災害救助法第４条第１

項第１号に規定する応急仮設住宅等を提供するものとする。（建設部） 

ａ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保すること

を基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援やブルーシー

 

イ 県が実施する対策 

(ｱ) 市長の報告により、避難所の開設状況を把握し、国（内閣府）に共有

するとともに、市の要請に応じ、指定避難所に必要な資機材の調達及び

あっせんに努めるものとする。（危機管理部） 

 

(ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必

要があると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するもの

とする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発

生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

(ｵ) やむを得ず指定避難所に滞在することができない被災者に対して

も、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保

健医療サービスの提供、正確な情報の伝達により、生活環境の確保が図

られるよう努めるものとする。 

 

（新設） 

 

 

（略） 

６ 応急仮設住宅の確保 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策 (建設部) 

(ｴ) 災害救助法が適用された場合、市と連携し、災害救助法第４条第１項第

１号に規定する応急仮設住宅等を提供するものとする。（建設部） 

ａ 既存住宅ストックの活用を重視して応急的な住まいを確保することを

基本とし、相談体制の整備、修理業者の周知等の支援による応急修理の推
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トの展張等を含むによる応急修理の推進、公営住宅等の 既存ストック

の一時提供及び賃貸型応急住宅の提供により、被災者の応急的な住ま

いを早期に確保するものとする。また、地域に十分な既存住宅ストッ

クが存在しない場合には、建設型応急住宅を速やかに設置し、被災者

の応急的な住まいを早期に確保するものとする。なお、応急仮設住宅

を建設する場合には、二次災害に十分配慮するものとする。 

進、公営住宅等の 既存ストックの一時提供及び賃貸型応急住宅の提供に

より、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。また、地域

に十分な既存住宅ストックが存在しない場合には、建設型応急住宅を速や

かに設置し、被災者の応急的な住まいを早期に確保するものとする。なお、

応急仮設住宅を建設する場合には、二次災害に十分配慮するものとする。 
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【震災対策編】第３章第１５節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１５節 生活必需品の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

 災害発生後、市民の避難所での状況をいち早く把握して、備蓄された生活必

需品を被災者に対して供給する。 

また、不足分は地方公共団体間の応援協定、関係業界団体等との協定に基づい

て、迅速な調達供給活動を行う。 

なお、被災地で求められている物資は時間の経過とともに変化することを踏ま

え、時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資や家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季に

は暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等

のニーズや、性別によるニーズの違いに配慮する。 

第１５節 生活必需品の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生後、市民の避難所での状況をいち早く把握して、備蓄された生活必需

品を被災者に対して供給する。 

また、不足分は地方公共団体間の応援協定、関係業界団体等との協定に基づい

て、迅速な調達供給活動を行う。 

なお、被災地で求められている物資は時間の経過とともに変化することを踏ま

え、時宜を得た物資の調達に留意する。また、避難所における感染症拡大防止に

必要な物資をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるな

ど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第３章第１６節 

新 旧 修正理由・備考 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 感染症予防対策 

(1) 基本方針 

感染症予防対策用物品及び器具の整備及び訓練、資機材の確保に努める

とともに、感染症予防対策のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行

う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、松本保健福祉事務所及び関係

機関と密接な情報交換を行い、感染症予防対策を講じる。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速

に行い、まん延防止を図る。 

（略） 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｶ) 被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、まん延防止のた

め、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律に基づく消毒や、予防接種法による臨

時予防接種を県の指示に応じて実施する。 

また、長野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として

必要な措置を講じるよう努める。 

 

(ｹ) 災害感染症予防活動終了後、災害に要した経費を他の感染症予防活動に

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 感染症予防対策 

(1) 基本方針 

感染症予防対策用器具の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感

染症予防対策のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、松本保健福祉事務所及び関係

機関と密接な情報交換を行い、感染症予防対策を講じる。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速

に行い、まん延防止を図る。 

 

（略） 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｶ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症について患者

または無症状病原体保有者が発生した場合は、まん延防止のため、防災担

当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律に基づく消毒や、予防接種法による臨時予防接種

を県の指示に応じて実施する。 

また、長野県避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策とし

て必要な措置を講じるよう努める。 

(ｹ) 災害感染症予防活動終了後、災害に要した経費を他の感染症予防活動

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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要した経費とは明確に区分して把握する。 

なお、災害が激甚災害に対するための特別の財政援助等に関する法律に

より、激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定がなされた場

合は、必要書類を災害防疫実施要綱に基づき作成し、松本保健福祉事務所を

経由して県に提出する。 

(ｺ) 避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制

御支援チーム（DICT）等の派遣を迅速に要請するものとする。 

 

イ 県が実施する対策（健康福祉部） 

(ｲ) 災害時に備え、感染症予防対策用物品の確保及び訓練（点検を含む。）

を行い、被災時は資機材の適切な導入について関係機関に対し指示を行う

ものとする。 

（中略） 

 (ｺ) 被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、危機管理部と健

康福祉部が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。 

 

 

 

(ｻ) 避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、災害時感染制

御支援チーム（DICT）等の派遣を迅速に要請するものとする。 

に要した経費とは明確に区分して把握する。 

なお、災害が激甚災害に対するための特別の財政援助等に関する法律に

より、激甚災害及び当該災害に対して適用すべき措置の指定がなされた場

合は、必要書類を災害防疫実施要綱に基づき作成し、松本保健福祉事務所

を経由して県に提出する。 

 （新設） 

 

  

イ 県が実施する対策（健康福祉部） 

(ｲ) 災害時に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（点検を含む。）、

機材の確保を図り、被災時は機材の適切な導入について関係機関に対し指

示を行うものとする。 

 （中略） 

(ｺ) 被災地において新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生、拡大

がみられる場合は、危機管理部と健康福祉部が連携して、感染症対策として

必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養者等が指定避難

所に避難する可能性を考慮し、保健福祉事務所は、平常時から地域振興局に

対し、避難所の運営に必要な情報を共有し、地域振興局は、当該情報を市に

対し共有するものとする。 

 （新設） 
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【震災対策編】第３章第２４節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２４節 下水道施設等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 情報の収集連絡、被害規模の把握 

(2) 実施計画 

ア 市及び県（環境部）が実施する対策 

下水道施設台帳等（管渠施設、処理場施設等）を活用し、被災箇所及び被

災状況を把握するものとする。 

第２４節 下水道施設等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 情報の収集連絡、被害規模の把握 

(2) 実施計画 

ア 市及び県（環境部）が実施する対策 

(ｱ) 下水道施設台帳等を活用し、被災箇所及び被災状況を把握するもの

とする。 

(ｲ) 収集した情報等については、ライフライン等の被害状況の早期把握

のため、ライフライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第３章第２５節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２５節 通信・放送施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 電信電話施設の応急活動 

(2) 実施計画 

ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱が実施す

る計画 

ア 重要通話のそ通話確保 

(ｱ) 応急回線の作成、網措置等そ通確保に努めるものとする。 

(ｲ) 重要通話の確保のため、通話の利用制限等の措置をとるものとする。 

(ｳ) 非常、緊急通話または非常、緊急電報は、一般の通話または電報に

優先して取り扱う対策を講じるものとする。 

第２５節 通信・放送施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

３ 電信電話施設の応急活動 

(2) 実施計画 

東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱が実施

する計画 

ア 重要通話のそ通話確保 

(ｱ) 応急回線の作成、網措置等そ通確保に努めるものとする。 

(ｲ) 重要通話の確保のため、通話の利用制限等の措置をとるものとする。 

(ｳ) 非常、緊急通話または非常、緊急電報は、一般の通話または電報に優

先して取り扱う対策を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修

正 
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【震災対策編】第３章第２７節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２７節 災害広報活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 市民等への的確な情報の伝達 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（危機管理部、企画振興部） 

(ｱ) 広報資料の収集 

広報資料の収集は、危機管理防災課（災害対策本部設置時は災害対

策本部室）からの情報提供によるが、必要に応じて、被災現地へ取材

員を派遣するなど、直接広報資料の収集を行うものとする。 

なお、取材員の派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念さ

れる場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

第２７節 災害広報活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 市民等への的確な情報の伝達 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（危機管理部、企画振興部） 

(ｱ) 広報資料の収集 

広報資料の収集は、危機管理防災課（災害対策本部設置時は災害対

策本部室）からの情報提供によるが、必要に応じて、被災現地へ取材

員を派遣するなど、直接広報資料の収集を行うものとする。 

なお、取材員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む

感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行う

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第３章第２８節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２８節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

ウ 国が実施する対策（地方整備局） 

(ｳ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対策など、施設・設備の応急復旧

活動に関して被災地方公共団体が行う活動に対する支援を実施するものと

する。また、派遣された緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、被災状況調

査を実施する場合にはヘリ、無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・

救急活動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場での活

動や、避難所等における給水支援等を実施する場合には、必要に応じて、合

同調整所等を活用し、当該部隊や関係団体等との間で、情報共有及び活動調

整、相互協力を行うものとする。 

第２８節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

ウ 国が実施する対策（地方整備局） 

(ｳ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧その他災害応急対策など、施設・設備の応急復旧活動に関し

て被災地方公共団体が行う活動に対する支援を実施するものとする。また、

派遣された緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、救助・救急活動を実施す

る警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動を実施する

場合には、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊との間で、情報

共有及び活動調整、相互協力を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 

 

 

 

 



81/103 

 

【震災対策編】第３章第２９節 

新 旧 修正理由・備考 

第２９節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 一般建築物 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（建設部） 

(ｲ) 市から、被災建築物や宅地の危険度判定の支援を要請され、必要が

あると認められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整

を行う。 

   なお、職員の派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念され

る場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

（略） 

３ 文化財 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

 (ｲ) 国・県・市指定等文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、

被害の概況及び応急措置その他必要事項について県に報告する。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や県等の関係機関と連

携して応急措置をとる。  

 

イ 県が実施する対策（県民文化部） 

（略） 

ウ 所有者が実施する対策 

第２９節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 一般建築物 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する対策（建設部） 

(ｲ) 市から、被災建築物や宅地の危険度判定の支援を要請され、必要が

あると認められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を

行う。 

       なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものと

する。 

（略） 

３ 文化財 

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｲ) 国・県・市指定等文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、

被害の概況及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告

する。 

(ｳ) 被災した建造物内の文化財について、所有者や県教育委員会等の関

係機関と連携して応急措置をとる。 

イ 県が実施する対策（教育委員会） 

（略） 

ウ 所有者が実施する対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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(ｳ) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市

文化財所管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のため

の応急修理の措置を文化庁、県、市文化財所管部局の指導を受けて実

施するものとする。 

(ｴ) 被災した建造物内の文化財について、県や市文化財所管部局等の関

係機関と連携して応急措置をとるものとする。 

(ｳ) 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市

文化財所管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大防止のため

の応急修理の措置を文化庁、県教育委員会、市文化財所管部局の指導

を受けて実施するものとする。 

(ｴ) 被災した建造物内の文化財について、県教育委員会や市文化財所管部

局等の関係機関と連携して応急措置をとるものとする。 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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【震災対策編】第３章第３０節 

新 旧 修正理由・備考 

第３０節 道路及び橋梁応急活動 

 

第１ 基本方針 

地震により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握

し、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やか

な道路啓開及び応急復旧工事を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 道路及び橋梁の被害状況を把握し、交通規制、道路啓開及び応急復旧を行

うとともに、道路状況を提供する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 道路及び橋梁応急対策 

(1) 基本方針 

地震により、道路及び橋梁等に被害が発生した場合、早急にパトロール等

を実施することにより被害状況等を把握し、必要に応じて迂回道路の選定

を行い、交通規制等が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置を

とる。 

また、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルートを含めた交通機

能確保のため、道路の啓開及び被災道路・橋梁の速やかな応急復旧を行う。 

道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報を一元化し

提供を行う。 

 

 

 

第３０節 道路及び橋梁応急活動 

 

第１ 基本方針 

地震により道路及び橋梁等に被害が発生した場合、迅速に被害状況等を把握

し、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の措置をとるとともに、速やか

な路上障害物の除去及び応急復旧工事を行う。 

 

第２ 主な活動 

１ 道路及び橋梁の被害状況を把握し、障害物の除去、応急復旧を行うととも

に、交通規制を行い、道路情報を提供する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 道路及び橋梁応急対策 

(1) 基本方針 

地震により、道路及び橋梁等に被害が発生した場合、早急にパトロール等

を実施することにより被害状況等を把握し、必要に応じて迂回道路の選定

を行い、交通規制等が必要な箇所は、関係機関と調整を図り、必要な措置を

とる。 

また、ライフラインの復旧現場等までのアクセスルートを含めた交通機

能確保のために路上障害物の除去及び被災道路・橋梁の応急復旧計画を策

定し、建設業協会と結んだ業務協定に基づき、速やかに応急復旧工事を行

う。 

道路利用者に対しては、的確に災害の状況、通行規制等の情報を一元化し

提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

県の記載に合わせ

て修正 
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(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

(ｵ) 行政区域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、

各関係機関と連携を図りながら交通規制、道理啓開及び応急復旧を行

い、交通の確保に努める。 

 

イ 県が実施する対策（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｱ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転

車やバイク等の多様な移動手段の活用によるパトロール等を実施する

とともに、道路情報モニター及び官民のプローブ情報の活用により被

害状況を把握する。 

 (ｲ) 事前に定めた道路啓開計画に基づき、道路啓開を行う。 

(ｳ) パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報を基に、必要に

応じて迂回道路の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と

調整を図り、必要な措置をとるものとする。道路及び橋梁に被害が発

生した場合は、当該施設管理者へ通報するものとする。 

(ｴ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下「道路情

報等」という。)について、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路

側放送、インターネット等により、迅速かつ的確に道路利用者に対し

て一元的な情報提供を行うものとする。また、日本道路交通情報セン

ターを通じ、市民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑

状況を適時適切に提供するものとする。 

(ｵ) パトロール等による巡視の結果等を基に、路上の障害物の除去及び

被災道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会等と結んだ業務協定に

基づき、緊急交通路、交通規制対象予定道路及び緊急輸送道路の機能

確保を最優先に応急復旧工事を行うものとする。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、

(2) 実施計画 

ア 市が実施する対策 

   (ｵ) 行政区域内の道路及び橋梁の被害について、速やかに県に報告し、

各関係機関と連携を図りながら交通規制、応急復旧を行い、交通の確

保に努める。 

 

イ 県が実施する対策（建設部、警察本部、道路公社） 

(ｱ) 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転

車やバイク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施する

とともに、道路情報モニター及び官民のプローブ情報の活用により情

報収集を行うものとする。 

（新規） 

(ｲ) パトロール結果及び道路情報モニター等からの情報を基に、必要に

応じて迂回道路の選定を行い、交通規制が必要な箇所は、関係機関と

調整を図り、必要な措置をとるものとする。道路及び橋梁に被害が発

生した場合は、当該施設管理者へ通報するものとする。 

(ｳ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、迂回路等の情報(以下「道路情

報等」という。)について、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路

側放送、インターネット等により、迅速かつ的確に道路利用者に対し

て一元的な情報提供を行うものとする。また、日本道路交通情報セン

ターを通じ、市民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑

状況を適時適切に提供するものとする。 

(ｴ) パトロール等による巡視の結果等を基に、路上の障害物の除去及び

被災道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会等と結んだ業務協定に

基づき、緊急交通路、交通規制対象予定道路及び緊急輸送道路の機能

確保を最優先に応急復旧工事を行うものとする。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、
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本復旧までの工期、施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選

択するものとする。 

 

ウ 関係機関が実施する対策（地方整備局） 

(ｲ) パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報

を基に、必要に応じて迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇

所は関係機関と調整を図り、必要な措置をとる。 

なお、措置に当たっては、緊急交通路及び緊急輸送道路の確保にも

配慮することとし、関係する道路管理者等と連携しつつ、必要な協力・

支援を行う。 

 

(ｳ) 経路情報等の収集を行う ITS スポットや可搬型路側機等の増強を進

め、道路における通行止め状況を適切に把握する。 

(ｴ) 災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急交通路、交通規制対象予定

道路及び緊急輸送道路の指定状況、迂回路等の情報(以下「道路情報等」

という。)について、ビーコン、ＥＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、

インターネット等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して一元的

な情報提供を行うものとする。また、日本道路交通情報センターを通

じ、市民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適

時適切に提供するものとする。 

(ｵ) パトロール等による巡視の結果等を基に、被災道路の応急復旧計画

を策定し、緊急交通路及び緊急輸送道路の機能確保を最優先に応急復

旧を行う。 

応急復旧の工法は、被害の状況、本復旧までの工期、施工量、資機

材の有無等を考慮して、適切な方法を選択するものとする。 

 

本復旧までの工期、施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選

択するものとする。 

 

ウ 関係機関が実施する対策（地方整備局） 

 (ｲ) パトロール等による巡視の結果及び道路情報モニター等からの情報

を基に、必要に応じて迂回道路の選定を行い、交通規制等が必要な箇所

は関係機関と調整を図り、必要な措置を講じるものとする。 

なお、措置に当たっては、緊急交通路、交通規制対象予定道路及び緊

急輸送道路と広域輸送拠点とのアクセス道路の確保にも配慮すること

とし、関係する道路管理者等と連携しつつ、必要な協力・支援を行うも

のとする。 

（新設） 

 

(ｳ)  災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急交通路、交通規制対象予定

道路及び緊急輸送道路の指定状況、迂回路等の情報(以下「道路情報等」

という。)について、ビーコン、Ｅ ＴＣ２．０、道路情報板、路側放送、

インターネット等により、迅速かつ的確に道路利用者に対して一元的な

情報提供を行うものとする。また、日本道路交通情報センターを通じ、市

民、道路利用者等に対して道路情報等及び道路の混雑状況を適時適切に

提供するものとする。 

 (ｴ)  パトロール等による巡視の結果等を基に、路上の障害物の除去及び被

災道路の応急復旧計画を策定し、速やかに応急復旧工事を行い、緊急交

通路、交通規制対象予定道路及び緊急輸送道路としての機能確保を最優

先に行うものとする。 

路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧

までの工期、施工量、資機材の有無等を考慮して、適切な方法を選択す

るものとする。 
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【震災対策編】第３章第３４節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第３４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

  (2) 実施計画 

  ウ 関係機関が実施する対策 

 (ｲ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧、給水支援その他災害応急対策など、二次災害防止施策に関

して、被災地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施するものとする。

また、派遣された緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、被災状況調査を実施

する場合にはヘリ、無人航空機等を活用するものとし、救命・救助・救急活

動を実施する警察・消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動

を実施する場合には、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊や関

係団体等との間で、情報共有及び活動調整、相互協力を行うものとする。（地

方整備局） 

第３４節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

  (2) 実施計画 

  ウ 関係機関が実施する対策 

  (ｲ) 必要に応じて緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等を派遣し、被災状況、

被災地方公共団体のニーズ等の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被

災地の早期復旧その他災害応急対策など、二次災害防止施策に関して、被災

地方公共団体等が行う活動に対する支援を実施するものとする。また、派遣

された緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）は、救助・救急活動を実施する警察・

消防・自衛隊等の部隊が活動する災害現場において活動を実施する場合に

は、必要に応じて、合同調整所等を活用し、当該部隊との間で、情報共有及

び活動調整、相互協力を行うものとする。（地方整備局） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第３章第３６節 

新 旧 修正理由・備考 

第３６節 飼養動物の保護対策 

 

第１ 基本方針 

  災害時においては、人命救助が最優先であるが、放浪動物による危害及び

環境悪化の防止及び動物愛護等の観点から、被災した動物の保護・収容・救

護及び避難所での飼養等の保護措置を獣医師会等と連携し実施する。 

（略） 

第３ 活動の内容 

 １ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想

されるため、関係機関による保護活動を行う。 

   また、飼い主が家庭動物と同行避難するため、適正な飼養環境を確保する。 

 

  ２ 実施計画 

 (1) 市が実施する対策 

 ウ 家庭動物との同行避難の状況について把握するとともに避難所及び

応急仮設住宅等における適切な体制整備に努める。 

エ 飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望へ対応するものとする。 

    (2) 県が実施する対策 

 イ 県は、市長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ

った場合は、人員の派遣、資機材の斡旋等所要の措置をとる。 

なお、職員を派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場

合は、感染対策を適切に行うものとする。（健康福祉部、農政部、警察本

部） 

第３６節 飼養動物の保護対策 

 

第１ 基本方針 

災害時においては、人命救助が最優先であるが、放浪動物による危害及び環

境悪化の防止及び動物愛護等の観点から、被災した動物の保護・収容・救護及

び避難所での飼養等の保護措置を実施する。 

（略） 

第３ 活動の内容 

 １ 基本方針 

大規模災害に伴い、放浪家畜、逸走犬等や負傷動物が多数生じることが予想

されるため、関係機関による保護活動を行う。 

また、飼い主がペットと同行避難するための適正な飼養環境を確保し、適正

飼養を行う。 

２ 実施計画 

(1) 市が実施する対策 

ウ ペットとの同行避難の状況について把握するとともに避難所及び応

急仮設住宅等における適切な体制整備に努める。 

   (新設) 

   (2) 県が実施する対策 

イ 県は、市長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があっ

た場合は、人員の派遣、資機材の斡旋等所要の措置をとる。 

なお、職員を派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとす

る。（健康福祉部、農政部、警察本部） 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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（新設） 

 カ 県は、飼い主と家庭動物の同行避難を円滑に受け入れるために避難所

運営指針を 必要に応じて見直し、市町村や関係機関と、研修会や総合防

災訓練における実施等を通じて、平時より普及啓発と連携を進める。（危

機管理部、健康福祉部） 

   （新設） 

   カ 県は、飼い主とペットの同行避難を円滑に受け入れるために避難所運営

指針を 必要に応じて見直し、市町村や関係機関と、研修会や総合防災訓練

における実施等を通じて、平時より普及啓発と連携を進める。（危機管理

部、健康福祉部） 
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【震災対策編】第３章第４０節 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４０節 観光地の災害応急対策 

 

第３ 活動の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

(2) 県（危機管理部、観光スポーツ部）及び市が実施する対策 

 観光地での災害時の県、市、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備し、

被害状況の把握、観光客の保護、救助について迅速に対応するものとす

る。 

（略） 

２ 外国人旅行者の安全確保 

(2) 県（県民文化部、観光スポーツ部）及び市が実施する対策 

事前登録されている通訳ボランティアを避難所へ派遣し、外国人旅行者

に対する情報提供や要望の把握を行うものとする。 

(3) 県が実施する対策（観光スポーツ部） 

国、関係機関等と連携して、帰宅困難者対策として外国人旅行者の早期帰

宅を図るため、必要な情報収集を行い、ウェブサイト等を通じて交通機関等

の復旧状況を発信するなど、早期帰宅に向けた必要な対応を行うものとす

る。 

第４０節 観光地の災害応急対策 

 

第３ 活動の内容 

１ 観光地での観光客の安全確保 

 (2) 県（危機管理部、観光部）及び市が実施する対策 

    観光地での災害時の県、市、関係機関、関係団体間の連絡体制を整備し、被

害状況の把握、観光客の保護、救助について迅速に対応するものとする。 

 

（略） 

２ 外国人旅行者の安全確保 

(2) 県（県民文化部、観光部）及び市が実施する対策 

事前登録されている通訳ボランティアを避難所へ派遣し、外国人旅行者

に対する情報提供や要望の把握を行うものとする。 

(3) 県が実施する対策（観光部） 

国、関係機関等と連携して、帰宅困難者対策として外国人旅行者の早期帰

宅を図るため、必要な情報収集を行い、ウェブサイト等を通じて交通機関等

の復旧状況を発信するなど、早期帰宅に向けた必要な対応を行うものとす

る。 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第４章第１節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

 

第３ 活動の内容 

２ 支援体制 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

 (ｱ)  市及び県は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他

都道府県、他市町村等に対し、職員の派遣その他の協力を求めるものと

する。特に、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合に

おいては、復旧・復興支援技術職員派遣制度の活用も含めて検討するも

のとする。 

第１節 復旧・復興の基本方針の決定 

 

第３ 活動の内容 

２ 支援体制 

(2) 実施計画 

ア 市及び県が実施する計画 

(ｱ)  市及び県は、災害復旧・復興対策の推進のため、必要に応じ国、他

都道府県、他市町村等に対し、職員の派遣その他の協力を求めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第４章第２節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災施設の復旧等 

 (2) 実施計画 

ア 市、県及び公共機関が実施する計画 

 (ｷ) 道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、道路と

生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制の整

備・強化を図るものとする。 

（略） 

３ 職員派遣 

(1) 基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応に当たり、人員の確保

が困難となる場合がある。そのため県に対し、災害の規模に応じ、職員の派

遣要請等の必要な措置をとる。 

なお、職員の派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合 

は、感染対策を適切に行う。 

第２節 迅速な原状復旧の進め方 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災施設の復旧等 

 (2) 実施計画 

ア 市、県及び公共機関が実施する計画 

(ｷ) 他の機関との関連を検討し、相互に事業を実施することが適当と認

められるものについては、総合的な復旧事業の推進を図るものとする。 

 

（略） 

３ 職員派遣 

(1) 基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応に当たり、人員の確保

が困難となる場合がある。そのため県に対し、災害の規模に応じ、職員の派

遣要請等の必要な措置をとる。 

なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の

発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第４章第５節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（建設部） 

(ｵ) 被害状況把握のための技術的支援（危機管理部、建設部） 

被災市町村から、住宅被害情報を把握するため、技術的支援の要請

があった場合は、支援を行うものとする。 

調査等のため職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必

要と判断した場合は、被災市町村と十分調整の上、必要な人員を適切

な時期に派遣するものとする。 

なお、派遣先において、感染症の発生及びまん延が懸念される場合

は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

(2) 実施計画 

イ 県が実施する計画（建設部） 

(ｵ) 被害状況把握のための技術的支援（危機管理部、建設部） 

被災市町村から、住宅被害情報を把握するため、技術的支援の要請

があった場合は、支援を行うものとする。 

調査等のため職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必

要と判断した場合は、被災市町村と十分調整の上、必要な人員を適切

な時期に派遣するものとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の

発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第４章第７節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 被災した観光地の復興 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災した観光地に対する支援 

 (1) 市及び県（観光スポーツ部）が実施する対策 

ア 関係機関等と連携して、被災した観光事業者等の現状を正確に把握し、

ウェブサイト等を活用して、観光地の復旧状況を広く周知するなど、風評

被害防止対策を推進するものとする。 

第７節 被災した観光地の復興 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災した観光地に対する支援 

(1) 市及び県（観光部）が実施する対策 

ア 関係機関等と連携して、被災した観光事業者等の現状を正確に把握し、

ウェブサイト等を活用して、観光地の復旧状況を広く周知するなど、風評

被害防止対策を推進するものとする。 

 

 

 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第５章第３節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第３節 情報の収集伝達計画 

 

第２ 応急対策実施状況等の情報収集・伝達 

 

第３節 情報収集伝達計画 

 

第２ 応急対策実施状況等の収集伝達 

 

県の計画の記載に

合わせた修正 
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【震災対策編】第５章第４節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

２ 県が実施する計画（危機管理部、企画振興部、県警察本部） 

３ 防災関係機関が実施する計画 

(4) ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モ

バイル㈱ 

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について住

民に周知するものとする。 

 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

２ 県が実施する計画（危機管理部、企画振興部、県警察本部） 

３ 防災関係機関が実施する計画 

(4) 東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天

モバイル㈱ 

報道機関、広報車等を通じ、通信の疎通状況、利用制限措置等について住

民に周知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修

正 
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震災対策編】第５章第１０節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第１０節 防災関係機関の講ずる措置 

 

第２ 活動の内容 

２ 通信（ＮＴＴ東日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽

天モバイル㈱） 

(1) 地震災害警戒本部を設置し、必要人員を配置するとともに、復旧体

制を確立するものとする。 

 

第１０節 防災関係機関の講ずる措置 

 

第２ 活動の内容 

２ 通信（東日本電信電話㈱、㈱ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、

楽天モバイル㈱） 

(1) 地震災害警戒本部を設置し、必要人員を配置するとともに、復旧体

制を確立するものとする。 

 

 

 

 

名称変更に伴う修

正 
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【震災対策編】第６章第１節 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第６章 南海トラフ地震地域防災計画 

第１節 総則 

 

第４ 推進地域 

長野県における推進地域は、次のとおり指定されている。また、本章において特

段の記述がない限り「市町村」とは「推進地域内市町村」を示すものとする。 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、塩尻市、川上村、南牧村、

下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、

松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下条村、売木村、天龍村、泰

阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、大桑村、木曽町、王滝村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 南海トラフ地震臨時の運用 

第１節 総則 

 

第４ 推進地域 

長野県における推進地域は、次のとおり指定されている。また、本章において

特段の記述がない限り「市町村」とは「推進地域内市町村」を示すものとする。 

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、茅野市、川上村、南牧村、下諏訪

町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川

町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下条村、売木村、天龍村、泰阜村、

喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、大桑村、木曽町（塩尻市は、「その他

地域」に該当する。） 

 

 

南海トラフ地震防

災対策推進地域指

定に伴う修正 
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【震災対策編】第６章第２節 

新 旧 修正理由・備考 

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

 

第１ 市の体制 

部局名 

南海トラフ地震臨時情報 

調査中 巨大地震

注意 
巨大地震警戒 

総務部 

危機管理課 ２ 全員 全員 

危機管理課を除

く各課 

 

部長 

課長以上 

企画政策部 各課  

市民地域部 各課  

健康福祉部 各課  

農林部 各課  

商工観光部 各課  

建設部 各課  

交流文化部 各課  

こども教育

部 

各課  

水道事業部 各課  

会計課  課長 

議会事務局  局長 

選挙管理委員会事務局   

農業委員会   

第２節 南海トラフ地震臨時情報発表時の活動体制 

 

第１ 市の体制 

 （削除） 
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現地機関 

各支所・地区

調整担当 

 支所長 

調 整 担 当

課長 

 

衛生センター    

北部子育てセ

ンター 

   

浄化センター    

自然博物館    

楢川地区文化

施設 

   

短歌館    

平出博物館    

本洗馬歴史の

里資料館 

   

児童館    

保育園    

計 ２ ３０  
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【震災対策編】第６章第４節 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

１ 市町村が実施する計画 

市町村においては、県の計画に準じた、内容、手段、方法により県及び防

災関係機関等から得た情報等について広報を実施するとともに、防災行政無

線、ＣＡＴＶ、緊急メール、ホームページ、ＳＮＳ、コミュニティＦＭ、広

報車等を活用するほか、状況に応じて自主防災組織の協力を得て、市民に広

報する。 

また、広報活動を実施するに当たっては、報道機関との事前協定の締結等そ

の的確かつ迅速な実施を可能にする措置を考慮する。 

（略） 

(2) 広報手段 

   テレビ及びラジオ等を活用するほか、同報無線による情報伝達を実施す

るものとする。 

この場合において、地域の自主防災組織やその他の公共的団体等の協力を

得るなどの多様な手段を用いる。なお、外国人等特に配慮を要する者に対する

広報については、外国語放送等様々な広報手段を活用して行う。 

（略） 

(5) 推進地域外の住民等に対する広報 

推進地域外の住民等に対しても、南海トラフ地震臨時情報の内容、交通

対策の実施状況等について的確な広報を行い、これらの者に冷静かつ適切

な対応を促すものとする。 

第４節 広報計画 

 

第２ 活動の内容 

１ 市町村が実施する計画 

市町村においては、県の計画に準じた、内容、手段、方法により県及び防

災関係機関等から得た情報等について広報を実施するとともに、同報無線、

有線放送、広報車、半鐘等を活用するほか、状況に応じて自主防災組織の協

力を得て、市民に広報する。 

また、広報活動を実施するに当たっては、報道機関との事前協定の締結等

その的確かつ迅速な実施を可能にする措置を考慮する。 

 

（略） 

(2) 広報手段 

テレビ及びラジオ等を活用するほか、同報無線による情報伝達を実施す

るものとする。 

なお、外国人等特に配慮を要する者に対する広報については、外国語放

送等様々な広報手段を活用して行うものとする。 

 

（略） 

(5) 推進地域外の住民等に対する広報 

推進地域外（塩尻市が該当）の住民等に対しても、南海トラフ地震臨時

情報の内容、交通対策の実施状況等について的確な広報を行い、これらの

者に冷静かつ適切な対応を促すものとする。 
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【震災対策編】第６章第６節 

 

新 旧 修正理由・備考 

第６節 避難対策等 

 

第２ 地域住民等の避難行動等 

 ２ 住宅の倒壊、地震火災に対する避難行動等 

推進地域内市町村は、住宅の耐震化は、突発的に発生する大規模地震への

備えにもつながることから、日頃からその対策の重要性を、住民に呼びか

け、積極的に耐震化を推進する。 

（略） 

第３ 避難先の確保 

２ 避難所候補リストの作成 

(4) 避難所候補リストを作る際は、以下の例も参考に、避難所として使用する

優先順位の検討に必要な情報を整理する。 

オ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域か否か 

（略） 

３ 避難所の選定 

推進地域内市町村は、避難所の選定について次の事項に留意し

て、避難所の選定を行うものとする。 

（略） 

第４ 避難所の運営 

避難所の運営は、避難者が自ら行うことを基本とし、推進地域内の市町村

は、市民とともに、あらかじめ避難所を運営する際の体制や役割について検

討を行う。 

また、被災後の避難ではないため、必要最小限のものを各自で準備するこ

とを基本とする。 

第６節 避難対策等 

 

第２ 地域住民等の避難行動等 

２ 住宅の倒壊、地震火災に対する避難行動等 

推進地域内市町村（塩尻市は域外）は、住宅の耐震化は、突発的に発生する

大規模地震への備えにもつながることから、日頃からその対策の重要性を、

住民に呼びかけ、積極的に耐震化を推進する。 

（略） 

第３ 避難先の確保 

２ 避難所候補リストの作成 

(4) 避難所候補リストを作る際は、以下の例も参考に、避難所として使用する

優先順位の検討に必要な情報を整理する。 

オ 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害危険箇所か否か 

（略） 

３ 避難所の選定 

推進地域内市町村（塩尻市は域外）は、避難所の選定について次の事項に留

意して、避難所の選定を行うものとする。 

（略） 

第４ 避難所の運営 

避難所の運営は、避難者が自ら行うことを基本とし、推進地域内の市町村

（塩尻市は域外）は、市民とともに、あらかじめ避難所を運営する際の体制

や役割について検討を行う。 

また、被災後の避難ではないため、必要最小限のものを各自で準備するこ

とを基本とする。 
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【震災対策編】第６章第７節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第７節 住民の防災対応 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報発表前に実施する事項 

１ 推進地域内 

住民は、南海トラフ地震臨時情報発表時に、あわてて水・食料等の備蓄や

家具の固定をすることがないよう、日頃からの突発地震への備えについて住

民一人ひとりが検討・実施するものとする。 

（略） 

第３ 南海トラフ地震臨時情報発表後に実施する事項 

１ 推進地域内 

（略） 

２ 推進地域外 

住民及び観光客は、想定される震度や被害が相対的に小さいことから、

地震に備えた行動を求めるが、冷静な対応を行う。 

 

第７節 住民の防災対応 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報発表前に実施する事項 

１ 推進地域内（塩尻市は域外） 

住民は、南海トラフ地震臨時情報発表時に、あわてて水・食料等の備蓄や

家具の固定をすることがないよう、日頃からの突発地震への備えについて住

民一人ひとりが検討・実施するものとする。 

（略） 

第３ 南海トラフ地震臨時情報発表後に実施する事項 

１ 推進地域内（塩尻市は域外） 

（略） 

２ 推進地域外（塩尻市が該当） 

住民及び観光客は、想定される震度や被害が相対的に小さいことから、

地震に備えた行動を求めるが、冷静な対応を行う。 
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【震災対策編】第６章第９節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 旧 修正理由・備考 

第９節 防災関係機関のとるべき措置 

 

第２ 活動の内容 

 3  水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(5) 放送 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、放送

事業者は各計画主体と協力して、推進地域内の地域住民等に対して冷静

な対応を呼びかけるとともに、交通に関する情報、ライフラインに関す

る情報、生活関連情報、火災防止等、後発地震に備えた被害軽減のため

の取組等、地域住民等が防災行動等をとるために必要な情報の提供に努

めるよう留意するものとする。 

第９節 防災関係機関のとるべき措置 

 

第２ 活動の内容 

３  水道、電気、ガス、通信、放送関係 

(5) 放送 

イ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合、放送

事業者は各計画主体と協力して、推進地域内の地域住民等（塩尻市は域

外）に対して冷静な対応を呼びかけるとともに、交通に関する情報、ラ

イフラインに関する情報、生活関連情報、火災防止等、後発地震に備え

た被害軽減のための取組等、地域住民等が防災行動等をとるために必要

な情報の提供に努めるよう留意するものとする。 
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